
［もくじ］ 

◆人事行政の運営状況を公

表します―――― 

◆吉野川市のフトコロ具合― 

　――――――― 

◆国民年金だより―――― 

◆男女共同参画―――― 

◆人権とぴっくす―――― 

◆後期高齢者医療制度―― 

　―――――――― 

◆建設リサイクル法を知って

いますか？―――― 

◆できごと――――― 

◆国民健康保険の制度が

変わります―――――― 

◆お知らせ―――― 

蘆造林用苗木の申し込み 

蘆国民健康保険税が年金から

天引きされます 

蘆重度心身障害者等医療費助成

制度の取り扱いが変わります 

蘆高齢者医療制度の見直し 

蘆医療機関を利用する際のお知

らせ 

蘆奨学金貸与 

蘆はぐくみ講演会のご案内 

◆募集―――――― 

蘆市営住宅入居者募集 

蘆筋力アップ教室「パワー・デイ」

のコースが増えました！ 

◆催し―――――――― 

蘆市政懇談会の開催 

蘆薬草が地域の元気を創る 

蘆第１０２回まちかどコンサート 

◆相談―――――――― 

蘆巡回職業相談 

◆川島公民館だより――― 

◆鴨島公民館だより――― 

◆文化研修センター通信― 

◆川島薬草園－表紙写真－― 

◆健康―――――――― 

蘆健康づくり教室蘆介護予防教室 

◆図書だより――――― 

◆青少年育成補導――― 

◆人権講師団紹介濬―― 

 

◆梅の花まつり――――― 

◆市内での火災・救急出動、

人権相談・行政相談・司法

書士会による無料法律相

談、市民のうごき――― 

◆休日・夜間在宅当番医表― 

 

笆～笙 

 

笞～笨 

笨 

笶 

笶 

 

筐～筺 

 

笄～筍 

笋～筌 

 

筅 

筵～筥 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

筥～筴 

 

 

 

筴 

 

 

 

筴 

 

筧 

筧 

筧 

筧 

筰 

 

筱 

筬 

筬 

 

筮 

 

 

 

筮 

筮 

2月号 2008.2.13vol.41

発行／吉野川市　編集／総務部秘書企画課 
〒776-8611徳島県吉野川市鴨島町鴨島115-１ 
●TEL.0883-22-2221　●FAX.0883-22-2244
●URL  http://www.city.yoshinogawa.lg.jp/
●E-mail  mail@city.yoshinogawa.lg.jp

吉野川市成人式 



2008年（平成20年）2月13日

広報よしのがわ 2

人事行政の運営状況を公表します

　吉野川市では、人事行政の運営について公平性・透明性を確保するため、「吉野川市人事行政の運営等
の状況の公表に関する条例」を定めています。この条例に基づき、市の人事行政の運営状況について、そ
の概要を公表します。 

※平成１８年度普通会計における市の歳出に占める人
件費の割合を示しています。人件費とは、一般職員
の給料、諸手当、共済費、退職手当負担金などのほか、
特別職の市長、議員などの給料、報酬などを含んで
います。普通会計の対象会計は、一般会計と公衆温
泉浴場事業特別会計を合わせたものです。 

※平成１８年度職員には県職員３人含む。平成１９年度は国職員１人、
県職員３人含む。 

議 会 事 務 局  
防 災 局  
総 務 部  
市 民 部  
健 康 福 祉 部  
産 業 経 済 部  
建 設 部  
選挙管理委員会事務局 
農業委員会事務局 
監査委員事務局  
会 計 課  
小　　　計 

教 育 委 員 会  
小　　　計 

水 道 課  
下 水 道 課  
そ の 他  
小　　　計 

 
 
推進体制の見直し 
 
推進体制の見直し 
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（1） 人件費の状況 （平成１８年度普通会計決算） （1） 職員採用の状況 （平成１９年４月１日） 
○新規採用職員　１２人 

（一般職 １０人、保育士 １人、保健師 １人） 

○派遣職員（併任）　４人 

（3） 部門別職員数の状況 （平成１９年４月１日現在） 

（4） 年齢別職員数の状況 （平成１９年４月１日現在） 

（2） 職員の退職状況  
（平成１８年４月１日～平成１９年３月３１日） 

定年退職 

６人 

勧奨退職 

１５人 

普通退職 

５人 

合　計 

２６人 

（2） 職員給与の状況 

2  職員給与の状況 1  職員の任免および職員数に関する状況 

※この図は、平成１９年度普通会計当初予算に計上し
た給与費の内訳構成を示しています。総額を普通
会計での職員数４６２人で割ると１人当たり６３８万１
千円となります。 

人事行政の運営状況を公表します 人事行政の運営状況を公表します 

（単位：人） 

部　門 
区　分 

一

般

行

政

部

門

 

教育 
部門 

公営
企業
等 
部門 

合　　　計 

職員数 
主な増減理由 対前年 

増減数 

20
歳
未
満 

20

24
〜 

25

29
〜 

30

34
〜 

35

39
〜 

40

44
〜 

45

49
〜 

50

54
〜 

55

59
〜 

60
歳
以
上 

男性 

女性 

0

10

20

30

40

50

60

70
（人） 

 

平成18年度 
普通会計決算 

192億4,753万 
5千円 

歳出額 

平成19年度 
普通会計当初予算 

29億4,821万 
4千円 

職員給与費 

人件費 

22.2％ 

42億3,724万4千円 

給　料 

65.3％ 

19億2,489万円 
27.4％ 

期末・勤勉手当 
8億777万2千円 

人件費以外 

77.8％ 

150億1,029万1千円 

7.3％ 

職員手当 
2億1,555万2千円 

人件費 

22.2％ 

42億3,724万4千円 

給　料 

65.3％ 

19億2,489万円 
27.4％ 

期末・勤勉手当 
8億777万2千円 

人件費以外 

77.8％ 

150億1,029万1千円 

7.3％ 

職員手当 
2億1,555万2千円 
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人事行政の運営状況を公表します

（7） 特別職の報酬等の状況 （平成１９年４月１日現在） 

（8） 職員手当の状況 （平成１８年度） 

（3） 職員の平均給与月額および平均年齢の状況  
（平成１９年４月１日現在） 

（4） 職員の初任給の状況 （平成１９年４月１日現在） 

※この図は、平成１９年度当初予算に計上した普通会
計の給与の平均額を職種別に表しています。（給与と
は、基本給である給料と職員手当を合算したものです） 

※平成１９年４月分から市長は１５％、副市長・教育長は
１０％の給与カットを行っています。 

区　　分 

一 般 行 政 職  

教 育 関 係 職  

技 能 労 務 関 係 職  

区　分 期末手当 

6月期 

12月期 

 

計　 

1.6月分 

1.7月分 

 

3.3月分 

市　長 

第一副市長 

第二副市長 

教育長 

議　長 

副議長 

議　員 

 

給料 

 

 

 

報酬 

区　　分 

区　分 

年　　　　度 

支 給 総 額  

職員１人あたりの平均支給額 

平成１８年度 

3,987万円 

86,299円 

自家居住者 

借　家 
借　間 
居住者 

支　給　金　額 

一般行政職 

一 般  
行政職 

（大卒） 

（高卒） 

平均給与月額 

365,862円 

357,772円 

355,638円 

給料月額等 

900,000円 

720,000円 

700,000円 

649,000円 

430,000円 

380,000円 

350,000円 

期末手当 

1.40月分 

1.60月分 

3.00月分 

蘆職制上の段階、職務の級等による
加算措置あり 

蘆月額23,000円以下の家賃等を支払っ
ている職員 
（家賃額から12,000円を控除した額） 
蘆月額23,000円を超える家賃等を支払
っている職員 
（23,000円を超える額の1/2に11,000
円を加えた額） 
（最高支給限度額27,000円） 

蘆世帯主である職員　　3,500円 

蘆定年前早期退職特例加算 
（３％～３０％加算） 

蘆なし 

勤勉手当 

0.725月分 

0.725月分 

1.450月分 

吉野川市 

初任給 

170,200円 

138,400円 

国 

初任給 

170,200円 

138,400円 

（5） 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況 
 （平成１９年４月１日現在） 

区　分 

（大卒） 

（高卒） 

経験年数 
10年～14年 

283,700円 

250,600円 

経験年数 
15年～19年 

318,600円 

277,700円 

経験年数 
20年～24年 

369,500円 

339,000円 

（6） 一般行政職の級別職員数の状況 
 （平成１９年４月１日現在） 

職員数 
（人） 

構成比 
（％） 

区分 

７級 6 2

132 37

43 12

28 8

71 20

54 15

22 6

356 100

６級 

５級 

４級 

３級 

２級 

１級 

計 

標準的な職務 

部長、次長またはこれに相当
する職務 

特に高度の知識または経験を
必要とする業務を行う職務 

定型的な業務を行う職務 

課長またはこれに相当する
職務 
特に困難な業務を分掌す
る課長補佐またはこれに相
当する職務 

１ 
 
２ 

課長補佐またはこれに相当
する職務 
困難な業務を分掌する主
査の職務 

１ 
 
２ 

係長またはこれに相当する
職務 
主査の職務 

１ 
 
２ 

平均年齢 

44.6歳 

43.0歳 

48.2歳 

６月期 

１２月期 

計 

加算措置 

●住居手当 

●期末・勤勉手当 

●退職手当 

●時間外勤務手当 （普通会計決算より） 

 

勤 続 ２０ 年  

勤 続 ２５ 年  

勤 続 ３５ 年  

最 高 限 度 額  

その他の加算措置 

退職時特別昇給 

自己都合 

23.5月分 

33.5月分 

47.5月分 

59.28月分 

勧奨・定年 

30.55月分 

41.34月分 

59.28月分 

59.28月分 
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3  職員の勤務時間その他の勤務条件の状況 

（9） 国との給料月額の水準比較 

（ライパイレス指数）の状況 

※ラスパイレス指数は、国家公務員の給料を１００とした
場合の市職員の給与水準を示したものです。 

◎本庁などの場合 
　月曜日～金曜日（休日除く） 
　　勤務時間：８時３０分～１７時１５分 
　　うち休憩時間４５分、休息３０分 

◎保育所の場合 
　月曜日～金曜日（休日除く） 
　　勤務時間：７時３０分～１９時までの間で 

８時間（時差勤務） 
　　うち休憩時間４５分、休息３０分 
　土曜日（休日除く） 
　　勤務時間：８時００分～１７時３０分までの間で 

８時間（時差勤務） 
　　うち休憩時間４５分、休息３０分 

◎幼稚園の場合 
　月曜日～金曜日（休日除く） 
　　勤務時間：７時４５分～１７時１５分までの間で 

８時間（時差勤務） 
　　うち休憩時間４５分、休息３０分 

※扶養家族とは、主として職員に扶養されている者。 
子とは、満２２歳に達する日以降の最初の３月３１日
までの間にある子。 

年 度  

一 般 行 政 職  

平成１９年度 

９８.２ 

支　給　月　額 

蘆自動車等を使用し通勤距離が２袰以上の者に支給される。 

扶 養 親 族  

配 偶 者  

子・父母等のうち１人目 

子・父母等のうち２人目 

その他の扶養親族 

１５～２２歳の子の加算 

 

13,000円 

6,000円 

6,000円 

5,000円 

5,000円 

2,000円 

4,100円 

6,500円 

8,900円 

11,300円 

13,700円 

16,100円 

18,500円 

20,900円 

21,800円 

22,700円 

23,600円 

24,500円 

蘆  2袰～  5袰未満 

蘆  5袰～10袰未満 

蘆10袰～15袰未満 

蘆15袰～20袰未満 

蘆20袰～25袰未満 

蘆25袰～30袰未満 

蘆30袰～35袰未満 

蘆35袰～40袰未満 

蘆40袰～45袰未満 

蘆45袰～50袰未満 

蘆50袰～55袰未満 

蘆55袰～60袰未満 

蘆60袰以上 

 

－ 

6,500円 

6,000円 

5,000円 

5,000円 

 

－ 

11,000円 

6,000円 

5,000円 

5,000円 

配 偶 者 が  
扶 養 親 族  

配 偶 者 が  
扶養親族でない 配偶者なし 

年 次 有 給  

休暇の概要 

制 度 概 要 

区　　分 

男 性 職 員 

女 性 職 員 

計 

育児休業取得者数（人） 

０ 

９ 

９ 

平均取得日数 

１３.３日 

●扶養手当 

●通勤手当 

●特殊勤務手当  （普通会計決算より） 

●育児休業の取得状況 
（平成１８年度に新たに育児休業を取得した職員数） 

市税徴収金の徴収および税務
業務に従事する職員 

福祉に関する業務に専ら従事
する職員 

行路病人・死亡人の取扱業務
に実地に従事したとき 

ごみ収集業務等に従事する職員 

汚水処理業務に従事する職員 

感染症等防除業務に従事
したとき 

上水道施設の修理業務に従事
する職員 

市税事務従事手当 

ケースワーカー業務
従事手当 

行路病人・死亡人
取扱業務従事手当 

清掃業務従事手当 

汚水処理作業従事手当 

感染症防除等業務
従事手当 

上水道施設修理従
事手当 

代

表

的

な

手

当

 

年　　　度 

手 当 支 給 職 員 数  

支 給 総 額  

職員１人当たりの平均支給額 

手 当 の 種 類  

平成１８年度 

110人 

10,090千円 

91,727円 

19種類 

名　　称 支　給　対　象 

（1） 勤務時間の状況  （平成１８年度） 

（2） 休暇制度の状況  （平成１８年度） 

勤

務

時

間

な

ど 

１年度につき２０日付与。
現年度付与分のみ翌
年度に繰り越し可。 

人事行政の運営状況を公表します
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4  職員の分限および懲戒処分の状況 6  職員の研修の状況 

種　　類 

ド ナ ー 休 暇  

付　与　日　数 

必要期間 

続柄に
応じて
付与 

配偶者 
血族父母 
〃　　子 
姻族父母 

１０日以内 
１０日以内 
７日以内 
３日以内　 等 

区分 妊娠７月 
妊娠８～９月 

妊娠１０月～分娩まで 
分娩後１年まで 

４週間に１回 
２週間に１回 
１週間に１回 

１回 

１０日を超えない期間 

出産の日までの申出期間 

８週間以内の期間 

１日６０分以内の期間 

１日２回それぞれ３０分以内の期間 

当該妊娠期間中、７日の範囲内 

１つの年に５日以内 

７月から９月までの期間で、７日以内 

３日を超えない範囲で必要と認め
られる期間 

１０年２０年３０年または４０年…５日以内 
１５年２５年または３５年…３日以内 

出産のため入院等する日から、出
産から２週間の範囲で３日以内 

結 婚 休 暇  

産 前 休 暇  

産 後 休 暇  

内容、取得条件等 

職員が骨髄移植のための骨髄液の提供者として、検査、
入院等が必要なとき 

職員の結婚に伴う必要と認められる行事等 

８週間以内（多児出産の場合は１４週間）に出産予定であ
る職員 

妊娠中の職員が、通勤に伴う負担を緩和するため勤務し
ないことがやむを得ないと認められるとき 

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が、
その子を看護する必要があるとき 

妊娠中または分娩後に母子保健法第１０条または第１３条
に規定する保健指導または健康診査を受ける場合 

在職期間が１０年、１５年、２０年、２５年、３０年、３５年、または
４０年に達した職員が心身のリフレッシュを図るとき 

夏期における諸行事、心身の健康の保持および増進等を
行うとき 

法制執務・パソコ
ン研修・契約事務
講座・民法講座等 

人権研修（全職員
対象４回）・メンタル
ヘルス研修（管理
職１回） 

派遣研修（徳島
県自治研修セン
ター）、（徳島文
理大学）等 

職場内研修 

合　　計 542

460

82

生後満１年に達しない子を育てる職員が、必要と認められる授
乳等を行うため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 

職員が出産したとき 

生理日において勤務することが著しく困難な場合 

職員が妊娠障害のため勤務が著しく困難な場合 

職員が妻の出産に伴い出産の付き添い等の場合 

職員の親族が死亡したとき 

育児時間休暇  

生 理 休 暇  

忌 引 休 暇  

夏 期 休 暇  

研 修 の 名 称  
（ 派 遣研修） 研 修 の 内 容  

受 講 者  
延べ人数 

リフレッシュ休暇 

子の看護休暇  

妊娠障害休暇  

妊 娠 通 勤  
緩 和 休 暇  

配 偶 者  
出 産 休 暇  

妊娠または分娩後
の保健指導または
健 康 診 査 休 暇  

●特別休暇 

処分者等の状況  （平成１８年４月１日～平成１９年３月３１日） 高度化、多様化する住民ニーズに的確に対応するため、
職員の資質・勤務能率の向上に努めています。 

（平成１８年４月１日～平成１９年３月３１日） 

5  職員の服務の状況 

職員服務の基準 

主

な

特

別

休

暇

な

ど 

（
在
職
） 

　地方公務員法第３０条に「全ての職員は、全体の奉
仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、職務の
遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなけれ
ばならない。」と規定されています。職員には、命令に従
う・秘密を守るなどの義務や信用失墜行為・争議行為
の禁止などが課されています。 
　平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日までの期間
に違反者はありませんでした。 

分限処分 懲戒処分 
処分内容 
免　職 
降　任 
休　職 
降　給 
失　職 

処分者数（人） 
０ 
０ 
４ 
０ 
０ 

処分内容 
免　職 
停　職 
減　給 
戒　告 
訓告等 

処分者数（人） 
０ 
０ 
０ 
０ 
０ 

★人事行政の運営状況はホームページでも公開 
　しています。 

市ホームページアドレス 
http://www.city.yoshinogawa.lg.jp 問い合わせ　市総務課  蕁澤2231

人事行政の運営状況を公表します



夫
の
太
郎
さ
ん
の
給
料
と
妻
の

花
子
さ
ん
の
パ
ー
ト
収
入
の
合
計

が
１
０
５
万
円
。
貸
し
て
い
る
ア

パ
ー
ト
の
家
賃
収
入
が
１５
万
円
、

将
来
の
た
め
に
わ
ず
か
で
は
あ
る

が
蓄
え
て
い
た
貯
金
か
ら
４０
万
円

取
り
崩
し
、
前
年
か
ら
の
繰
越
金

１５
万
円
、
一
家
で
ま
か
な
え
る
お

金
は
全
部
合
わ
せ
て
も
１
７
５
万

円
、
総
額
の
約
３５
％
し
か
な
い
。

蛞

貯
金
残
高
も
年
々
減
っ
て
き
て

い
る
た
め
、
で
き
る
限
り
支
出
を

抑
え
て
取
り
崩
し
を
少
な
く
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2008年（平成20年）2月13日
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地
方
公
共
団
体
の
財
政
状
況
を
統
一
的
に
把
握
し
、
財
政
比
較
す
る
た

め
に
使
わ
れ
る
会
計
区
分
に
普
通
会
計
と
い
う
区
分
が
あ
り
ま
す
。
吉
野

川
市
に
は
、
基
本
的
な
経
費
が
中
心
と
し
て
計
上
さ
れ
る
一
般
会
計
の
ほ

か
、
国
民
健
康
保
険
事
業
な
ど
特
定
の
事
業
を
行
う
た
め
の
会
計
と
し
て

１０
の
特
別
会
計
と
、
独
立
採
算
を
原
則
と
し
、
企
業
的
な
事
業
を
行
う
水

道
事
業
会
計
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
う
ち
、
一
般
会
計
と
公
衆
温
泉
浴
場
事
業
特
別
会
計
を
合
算
し
た

も
の
が
普
通
会
計
と
な
り
ま
す
。
こ
の
普
通
会
計
の
決
算
内
容
を
、
吉
野

川
さ
ん
一
家
の
家
計
簿
に
例
え
ま
す
。

平
成
１８
年
度
の
決
算
が
ま
と
ま
り
、
平
成
１９

年
１２
月
市
議
会
定
例
会
で
認
定
さ
れ
ま
し
た
。

昨
年
、
平
成
１７
年
度
の
決
算
状
況
を
家
計
簿

に
例
え
て
本
誌
で
お
知
ら
せ
し
ま
し
た
が
今
年

も
同
様
に
平
成
１８
年
度
の
決
算
状
況
を
家
計
簿

に
例
え
て
ご
説
明
し
ま
す
。

〜
財
布
の
中
身
を
知
ろ
う
！
〜 

吉
野
川
市
の
　
　
　
　
具
合 

吉野川さん一家の収入 
（歳　入） 

　吉野川さん一家の１年間の収入は５００万円。その内訳は
下表の家計簿のとおりとなっています。 

家計簿 （１年間） 

給与・パート収入 

家賃収入 

貯金の取り崩し 

前年からの繰越 

住宅改修ローン借入 

太郎さんの親からの援助 

花子さんの親からの援助 

合　　計 

105万円 

15万円 

40万円 

15万円 

50万円 

205万円 

70万円 

500万円 

市税、諸収入 

分担金および負担金、使用料、手数料 

財産収入、繰入金 

前年度繰越金 

市債 

地方交付税、地方譲与税・交付金 

国・県支出金 

合　　計 

4,222,421千円 

540,012千円 

1,495,456千円 

662,041千円 

1,884,400千円 

8,201,565千円 

2,779,921千円 

19,785,816千円 

（21％） 

（3％） 

（8％） 

（3％） 

（10％） 

（41％） 

（14％） 

（100％） 

市の財政 （普通会計） 

太
郎
さ
ん
の
親
か
ら
の
援
助
と

花
子
さ
ん
の
親
か
ら
の
援
助
の
合

計
が
総
額
の
半
分
以
上
で
あ
り

「
親
か
ら
の
援
助
」
に
頼
っ
て
生

活
し
て
い
る
。

蛞

「
親
か
ら
の
援
助
」
も
年
々
減

少
の
傾
向
に
あ
る
。

ポ

イ

ン

ト

２

ポ

イ

ン

ト

１

吉野川市のフトコロ具合 ～財布の中身を知ろう！～

【
お
こ
と
わ
り
】

市
の
財
政
と
家
庭
の
家

計
簿
で
は
仕
組
み
に
違
い

が
あ
る
た
め
、
完
全
な
置

き
換
え
が
難
し
い
部
分
が

あ
り
ま
す
。
そ
の
上
で
、

少
し
強
引
に
置
き
換
え
て

い
る
た
め
、
一
部
本
来
の

意
味
や
内
容
と
異
な
る
場

合
が
あ
る
こ
と
を
ご
理
解

お
願
い
い
た
し
ま
す
。

両
親 

両
親 

支
援 

支
援 

太
郎 

花
子 



同
じ
援
助
で
も
内
容
が
違
い
ま
す

「
太
郎
さ
ん
の
親
か
ら
の
援
助
」

の
う
ち
大
部
分
を
占
め
る
地
方
交

付
税
は
、
税
収
が
少
な
く
財
政
力

が
弱
い
地
方
自
治
体
で
も
一
定
水

準
の
妥
当
な
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
提

供
で
き
る
よ
う
、
国
が
国
税
と
し

て
集
め
た
税
金
（
所
得
税
、
法
人

税
、
酒
税
、
消
費
税
、
た
ば
こ
税
）

の
一
部
を
合
理
的
な
算
定
方
法
に

よ
っ
て
地
方
公
共
団
体
に
配
分
す

る
税
で
あ
り
、
交
付
金
と
し
て
交

付
さ
れ
ま
す
。
こ
の
地
方
交
付
税

は
、
使
い
道
に
制
限
が
な
く
地
方

公
共
団
体
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
情

を
勘
案
し
自
由
に
使
え
る
貴
重
な

財
源
で
す
。

こ
れ
に
対
し
「
花
子
さ
ん
の
親

か
ら
の
援
助
」
の
国
・
県
支
出
金

は
、
そ
れ
ぞ
れ
何
か
の
目
的
を
達

成
す
る
た
め
の
費
用
に
使
う
た
め

に
交
付
さ
れ
る
財
源
で
あ
り
、
使

い
道
が
決
ま
っ
て
い
る
財
源
で

す
。
基
本
的
に
対
象
と
な
る
事
業

の
支
出
額
が
あ
っ
て
そ
れ
に
対

し
、
そ
れ
ぞ
れ
定
め
ら
れ
た
率
に

よ
り
交
付
さ
れ
ま
す
。

支
出
と
連
動
し
た
収
入
で
あ
る

た
め
、
対
象
事
業
を
減
ら
す
と
連

動
し
て
こ
の
財
源
も
減
る
こ
と
と

な
り
ま
す
。
同
じ
援
助
で
あ
っ
て

も
そ
れ
ぞ
れ
内
容
が
違
い
ま
す
。

住
宅
の
改
修
に
は
、
住
宅
改
修
ロ
ー

ン
が
利
用
で
き
る
！

家
庭
と
同
じ
よ
う
に
、
住
宅
の
新

築
や
改
修
に
か
か
る
費
用
に
つ
い
て

は
、
ロ
ー
ン
を
組
む
こ
と
が
で
き
ま

す
。地

方
公
共
団
体
の
場
合
は
、
道
路

や
学
校
な
ど
い
わ
ゆ
る
公
共
施
設
を

整
備
す
る
場
合
に
、
借
金
が
で
き
ま

す
。
道
路
や
学
校
な
ど
は
、
そ
の
施

設
が
あ
る
か
ぎ
り
何
年
間
も
使
う
た

め
、
施
設
建
設
時
に
か
か
る
費
用
を

借
金
し
、
耐
用
年
数
分
で
借
金
を
返

済
し
て
い
く
方
法
を
と
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
こ
の
方
法
は
、
建
設
時
の

負
担
を
軽
減
で
き
る
だ
け
で
な
く
、

年
度
ご
と
に
住
民
が
負
担
す
る
と
い

う
公
平
性
を
保
つ
こ
と
が
可
能
と
な

っ
て
い
ま
す
。

吉
野
川
市
の
場
合
は
、
合
併
し
た

団
体
で
あ
る
た
め
、
合
併
特
例
債
と

い
う
借
金
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
こ
の
合
併
特
例
債
は
、
借
入
額

の
元
利
償
還
金
の
７０
％
が
地
方
交
付

税
に
算
入
さ
れ
る
の
で
、
市
に
と
っ

て
は
有
効
な
財
源
で
す
。
そ
の
た
め
、

合
併
特
例
債
の
条
件
に
適
合
し
て
い

る
事
業
で
、
整
備
が
必
要
な
も
の
に

つ
い
て
は
、
な
る
べ
く
合
併
特
例
債

を
使
う
こ
と
と
し
、
公
共
施
設
の
整

備
を
進
め
て
い
ま
す
。

2008年（平成20年）2月13日
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吉野川さん一家の支出 
（歳　出） 

　吉野川さん一家が１年間に使ったお金は４８６
万円。その内訳は下表の家計簿のとおりとなって
います。 

家計簿 （１年間） 

食費 

光熱水費・車の維持費 

保健医療費 

子どものお小遣い、教育費 

子どもへの仕送り 

住宅の改修 

住宅ローン返済 

貯金 

合　　計 

人件費 

物件費、維持補修費 

扶助費 

補助費など 

繰出金 

普通建設事業費など 

公債費 

積立金など 

合　　計 

107万円 

54万円 

58万円 

44万円 

58万円 

78万円 

58万円 

29万円 

486万円 

4,237,244千円 

2,190,891千円 

2,260,021千円 

1,637,946千円 

2,386,733千円 

3,042,856千円 

2,324,372千円 

1,167,472千円 

 19,247,535千円 

（22％） 

（11％） 

（12％） 

（9％） 

（12％） 

（16％） 

（12％） 

（6％） 

（100％） 

市の財政 （普通会計） 

吉野川市のフトコロ具合 ～財布の中身を知ろう！～

住
宅
の
改
修
が
７８
万
円
、
支

出
総
額
の
約
１６
％
を
占
め
て
い

る
。

蛞

必
要
な
も
の
だ
け
に
厳
選
し

て
行
っ
て
い
る
が
、
支
出
総
額

を
抑
制
す
る
に
は
至
っ
て
い
な

い
。今

後
も
教
育
施
設
の
整
備
、

耐
震
化
な
ど
必
要
な
事
業
が
め

じ
ろ
押
し
。

ポ

イ

ン

ト

２

食
費
、
保
健
医
療
費
、
住
宅

ロ
ー
ン
返
済
な
ど
、
簡
単
に
削

減
や
圧
縮
で
き
な
い
費
用
の
合

計
が
２
２
３
万
円
。
支
出
総
額

の
約
４６
％
を
占
め
て
い
る
。

蛞

自
由
に
使
え
る
お
金
が
少
な

い
。 ポ

イ

ン

ト

１



収
入
と
支
出
の
内
容
に
つ
い
て

そ
れ
ぞ
れ
い
く
つ
か
の
ポ
イ
ン
ト

を
挙
げ
ま
し
た
が
、
一
番
大
切
な

こ
と
は
、
収
入
と
支
出
の
バ
ラ
ン

ス
で
す
。
吉
野
川
さ
ん
一
家
の
収

入
と
支
出
の
バ
ラ
ン
ス
は
ど
う
で

し
ょ
う
か
。

「
太
郎
さ
ん
の
親
か
ら
の
援
助
」

の
う
ち
大
部
分
を
占
め
る
地
方
交

付
税
に
つ
い
て
は
、
先
に
ご
説
明

し
ま
し
た
が
、
吉
野
川
市
は
合
併

団
体
で
あ
る
た
め
、
地
方
交
付
税

の
算
定
上
、
特
例
措
置
が
適
用
さ

れ
旧
４
町
村
が
あ
っ
た
と
仮
定
し

た
額
で
交
付
さ
れ
ま
す
。
こ
の
特

例
措
置
に
は
期
限
が
あ
る
た
め
、

特
例
措
置
が
な
く
な
っ
た
と
き
に

は
、
現
在
の
交
付
額
よ
り
大
幅
に

減
額
さ
れ
る
こ
と
が
決
ま
っ
て
い

ま
す
。

ま
た
、
合
併
特
例
債
に
つ
い
て

も
発
行
で
き
る
期
限
が
決
ま
っ
て

い
る
た
め
、
発
行
で
き
る
期
間
内

に
必
要
な
事
業
を
実
施
し
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。

こ
の
よ
う
に
、
合
併
団
体
に
は
、

地
方
交
付
税
の
特
例
措
置
、
合
併

特
例
債
の
発
行
、
合
併
に
伴
う
補

助
金
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
財
政
支

援
策
が
国
や
県
に
よ
り
講
じ
ら
れ

て
い
ま
す
が
、
そ
れ
ぞ
れ
期
限
が

決
ま
っ
て
い
ま
す
。
吉
野
川
市
も

こ
の
よ
う
な
財
政
支
援
策
を
活
用

す
る
と
と
も
に
、
合
併
協
議
で
議

論
さ
れ
た
図
書
館
建
設
や
文
化
ホ

ー
ル
建
設
な
ど
の
箱
物
建
設
を
凍

結
し
、
組
織
機
構
の
ス
リ
ム
化
や
、

各
種
事
務
事
業
の
見
直
し
を
行
っ

て
き
ま
し
た
が
、
そ
れ
で
も
今
な

お
厳
し
い
財
政
状
況
で
あ
り
ま

す
。
タ
イ
ム
リ
ミ
ッ
ト
は
決
ま
っ

て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
以
上
に
行

財
政
改
革
に
取
り
組
み
、
行
財
政

基
盤
を
強
化
す
る
こ
と
が
求
め
ら

れ
て
い
ま
す
。

問
い
合
わ
せ

市
財
政
課

蕁
澤
２
２
２
０

2008年（平成20年）2月13日

広報よしのがわ 8

吉野川市のフトコロ具合 ～財布の中身を知ろう！～

一
家
で
ま
か
な
え
る
お
金
の

合
計
額
１
７
５
万
円

＞

食
費
、
保
健
医
療
費
、

住
宅
ロ
ー
ン
返
済
な
ど
、

簡
単
に
削
減
や
圧
縮
で
き

な
い
費
用
の

合
計
額
２
２
３
万
円

蛞

収
入
に
見
合
っ
た
生
活

に
変
え
て
い
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

ポ

イ

ン

ト

１

合
併
し
た
こ
と
に
よ
る
メ

リ
ッ
ト
に
は
期
限
が
あ
る
。

蛞

メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
う
ち

に
必
要
な
事
業
を
進
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ポ

イ

ン

ト

２

収
入
と
支
出
の
バ
ラ
ン
ス

４
月
か
ら
、
口
座
振
替
に
よ
る

保
険
料
納
付
を
希
望
さ
れ
る
方

は
、
２
月
末
ま
で
に
申
し
込
ん
で

く
だ
さ
い
。

※
現
在
、
口
座
振
替
に
よ
る
前
納

を
さ
れ
て
い
る
方
で
、
引
き
続
き

同
様
の
前
納
を
希
望
さ
れ
る
場
合

は
、
再
度
申
し
込
み
す
る
必
要
は

あ
り
ま
せ
ん
。

問
い
合
わ
せ

徳
島
北
社
会
保
険
事
務
所

蕁
０
８
８（
６
５
５
）０
９
１
１

市
国
保
年
金
課
　
国
民
年
金
係

蕁
澤
２
２
１
３

基
礎
年
金
番
号
の
名
寄
せ
作
業

を
行
っ
た
結
果
、
基
礎
年
金
番
号

の
記
録
と
結
び
つ
く
可
能
性
の
あ

る
方
に
つ
い
て
、
３
月
ま
で
を
め

ど
に
社
会
保
険
庁
か
ら
「
ね
ん
き

ん
特
別
便
」
を
順
次
お
送
り
し
て

い
ま
す
。

年
金
記
録
は
、
本
人
が
確
認
し
、

手
続
き
を
経
て
、
は
じ
め
て
記
録

を
結
び
つ
け
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。「
ね
ん
き
ん
特
別
便
」
を
受

け
取
ら
れ
た
ら
、
自
身
の
勤
め
先

な
ど
の
欄
に
記
載
漏
れ
や
誤
り
が

な
い
か
十
分
に
確
認
し
、
必
ず
手

続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

詳
し
く
は
、
徳
島
北
社
会
保
険

事
務
所
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

国
民
年
金
だ
よ
り

「
ね
ん
き
ん
特
別
便
」
を

受
け
取
ら
れ
た
方
へ

４
月
か
ら
の
国
民
年
金
の
納
付
に

は
便
利
で
安
心
な
口
座
振
替
に
よ

る
前
納
制
度
が
利
用
で
き
ま
す●申込先　社会保険事務所または口座をお持ちの金融機関   

●持参するもの　①年金手帳など基礎年金番号が確認できるもの   
②預貯金通帳　③金融機関届出印  

平成19年度 

通常納付（翌月末振替） 割り引きなし 

6カ月前納 

1年前納 

毎月振替【早割】（当月末振替） 

1カ月 

割引額 

50円 

－ 

－ 

300円 

960円 

－ 

６00円 

1,920円 

3,550円 

6カ月 

割引額 

1年 

割引額 

※平成19年度の場合 

口座振替の種類 

出
張
相
談
を
開
催
し
ま
す
！

「
ね
ん
き
ん
特
別
便
」
を
受
け

取
ら
れ
た
方
を
対
象
に
、
徳
島

北
社
会
保
険
事
務
所
に
よ
る
出

張
年
金
相
談
を
開
催
し
ま
す
。

と
き

３
月
１３
日
貅

午
前
１０
時
〜
午
後
３
時

と
こ
ろ

市
役
所
１
階
フ
ロ
ア
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特
に
、
高
校
生
を
中
心
と
し
た

「
七
草
の
会
」
に
よ
る
平
和
学
習

発
表
「
ア
タ
ッ
ク
９
沖
縄
」
と
、

「
怪
傑
！
講
師
団
」
の
講
師
に
よ

る
講
演
は
、
２０
回
目
の
節
目
と
な

る
会
館
祭
の
メ
イ
ン
・
イ
ベ
ン
ト

と
し
て
好
評
を
得
ま
し
た
。

八
坂
会
館
で
は
、
定
期
的
に
次

の
よ
う
な
講
座
が
開
催
さ
れ
て
い

ま
す
。

●
銭
太
鼓
（
毎
週
金
曜
日
）

●
書
道
（
毎
週
月
曜
日
）

●
舞
踊
（
毎
週
日
曜
日
）

●
生
け
花
（
第
１
・
３
火
曜
日
）

●
手
芸
（
第
２
・
４
土
曜
日
）

●
将
棋
（
毎
週
火
曜
日
）

◆
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
よ
る
職
業
相

談
／
第
１
・
３
月
曜
日
（
午
前
９

時
３０
分
〜
１１
時
３０
分
）

今
後
も
、
人
に
や．
さ．
し
く
、
人

が
か．

が
や
く
人
権
の
里
、
八
坂

（
や
さ
か
）
を
め
ざ
し
、
さ
ま
ざ

ま
な
活
動
を
推
進
し
て
ま
い
り
ま

す
の
で
、
皆
さ
ん
の
ご
協
力
を
よ

ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

記
事
に
関
す
る
ご
意
見
・
ご
感
想

を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

吉
野
川
市
人
権
教
育
推
進
協
議
会

（
市
人
権
課
内
）
蕁
澤
２
２
２
９

八
坂
会
館
は
、
グ
ラ
ウ
ン
ド
を

挟
ん
で
教
育
集
会
所
や
児
童
館
、

近
く
に
は
福
祉
セ
ン
タ
ー
な
ど
が

あ
り
、
こ
れ
ら
の
施
設
や
生
徒
た

ち
と
協
力
し
合
い
な
が
ら
、
さ
ま

ざ
ま
な
行
事
を
進
め
て
い
ま
す
。

開
か
れ
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン

タ
ー
の
拠
点
と
し
て
、
自
治
会
活

動
や
防
災
活
動
な
ど
で
、
地
域
住

民
が
集
う
憩
い
の
場
と
し
て
も
活

用
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
人
権

の
館
（
や
か
た
）
と
し
て
、
中
・

高
校
生
を
は
じ
め
青
年
や
住
民
に

よ
る
人
権
学
習
会
も
開
催
さ
れ
て

い
ま
す
。

講
座
・
行
事
の
集
大
成
と
し

て
、
夏
は
納
涼
祭
、
冬
は
会
館
祭

な
ど
を
開
催
し
て
い
ま
す
。
１２
月

２
日
に
は
、
２０
回
目
と
な
る
会
館

祭
が
催
さ
れ
、
学
習
会
や
小
・
中

学
校
人
権
委
員
の
発
表
、
講
座
生

に
よ
る
銭
太
鼓
の
演
技
な
ど
の
ほ

か
、
書
道
・
生
け
花
・
手
芸
等
の

作
品
も
展
示
さ
れ
ま
し
た
。

人
権
と
ぴ
っ
く
す

や
さ
．
．

し
く
、
か．
が
や
く

人
権
の
里
、
八
坂（
や
さ
か
）

―
八
坂
会
館
―

「
デ
ー
ト
Ｄ
Ｖ
」
を
知
っ
て
い

ま
す
か
？

Ｄ
Ｖ
（
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
バ

イ
オ
レ
ン
ス
）
と
は
、
夫
婦
間
で

ふ
る
わ
れ
る
暴
力
の
こ
と
で
す
。

身
体
的
な
暴
力
だ
け
で
な
く
、
相

手
を
怖
が
ら
せ
た
り
傷
つ
け
た
り

し
て
、
自
分
の
思
い
通
り
に
動
か

そ
う
と
す
る
こ
と
も
Ｄ
Ｖ
に
含
ま

れ
ま
す
。

一
方
で
、
高
校
生
や
大
学
生
な

ど
の
若
者
の
間
で
も
、
親
密
な
関

係
に
な
る
と
Ｄ
Ｖ
と
似
た
ケ
ー
ス

が
起
こ
る
こ
と
が
あ
り
、「
デ
ー

ト
Ｄ
Ｖ
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

□
デ
ー
ト
相
手
が
自
分
の
意
見
に

従
わ
な
い
と
イ
ラ
イ
ラ
し
て
怒
る

□
相
手
が
ほ
か
の
人
と
仲
良
く
し

て
い
る
と
、
嫉
妬
し
っ
と

し
て
責
め
る

□
相
手
の
行
動
を
常
に
把
握
し
て

お
か
な
い
と
不
安
だ

□
携
帯
電
話
や
メ
ー
ル
を
勝
手
に

チ
ェ
ッ
ク
し
て
、
ア
ド
レ
ス
を
消

去
す
る
こ
と
が
あ
る

□
腹
を
立
て
る
と
、
相
手
の
肩
を

つ
か
ん
だ
り
、
押
し
た
り
す
る

１
つ
で
も
あ
て
は
ま
る
も
の
が

あ
れ
ば
、
デ
ー
ト
Ｄ
Ｖ
予
備
軍
で

あ
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
自
分

の
行
動
や
態
度
を
見
直
し
ま
し
ょ

う
。自

分
と
は
違
う
考
え
方
や
価
値

観
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
、
親
密

な
相
手
と
の
信
頼
関
係
を
築
く
上

で
大
変
重
要
で
す
。
相
手
を
自
分

の
思
い
通
り
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し

よ
う
と
せ
ず
、
相
手
を
思
い
や
る

気
持
ち
を
持
ち
、
お
互
い
の
立
場

を
尊
重
で
き
る
関
係
を
築
き
ま
し

ょ
う
。

記
事
に
関
す
る
ご
意
見
・
ご
感
想

を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

市
秘
書
企
画
課

蕁
澤
２
２
２
１

Ｅ
メ
ー
ル

kikaku@
city.yoshinogaw

a.lg.jp

考
え
て
み
よ
う

男
女
共
同
参
画

デ
ー
ト
Ｄ
Ｖ
っ
て
な
あ
に
？

講座生による生け花や書道の作品小・中学生の作品もたくさん展示され
ました

日ごろの練習の成果を出し切りました

チ
ェ
ッ
ク
し
て
み
よ
う
！
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標
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優
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作
》

気
を
つ
け
て
　
心
は
い
つ
も
　
初
心
者
マ
ー
ク

三
木
　
一
摩
（
上
浦
幼
稚
園
）

後期高齢者医療 
被保険者証 

医療受 
給者証 保  険  証 

　これまでは、75歳（一定の障害があると認定された人は65歳）以上の人は、国民健康保険や会社の健康保険な
どの医療保険制度に加入しながら、市町村が運営する「老人保健制度」にも加入して医療を受けていましたが、平
成20年4月からは、これまで加入していた医療保健制度を抜けて、新たに独立した医療保険制度となる「後期高齢
者医療制度」で医療を受けることになります。たとえば、今までは医療機関で受診したとき、保険証と医療受給者証
の2つを提出していましたが、この制度により後期高齢者医療制度の保険証1つのみを提出することになります。 
　この「後期高齢者医療制度」は、すべての75歳（一定の障害があると認定された人は65歳）以上の人が加入し、徳
島県内すべての市町村が加入する「徳島県後期高齢者医療広域連合」が市町村と協力しながら運営する制度です。 

広域連合が行うこと 
○保険証の発行 

○保険料の賦課 

○医療を受けたときの給付などを行います 

■平成20年4月から下記のように変わります 

市町村が行うこと 
○保険料の徴収 

○申請や届け出の受け付け 

○保険証の引き渡しなど、窓口業務を行います 

75歳以上の方全員が対象です。 
（一定の障害があると認定された人
は65歳以上） 

すべての方は後期高齢者医療制度
に移行します。 

75歳以上の方全員が対象です。 
（一定の障害があると認定された人
は65歳以上） 

国民健康保険・健康保険・共済組合
等の加入資格はそのままです。 

一般の方は1割負担、現役並み所得
者の方は3割負担です。 

療養の給付や、入院時の食事代、高
額療養費など。 

保険料は、各都道府県の広域連合ご
とに決まり、1人1人が保険料を納め
ます。原則として年金から保険料を
天引きします。 

一般の方は1割負担、現役並み所得
者の方は3割負担です。 

療養の給付や、入院時の食事代、高
額療養費など。 

保険料は世帯ごとに決まり、加入す
る国民健康保険・健康保険・共済組
合等に納めます。 

吉野川市 吉野川市 

対象となる人 
（被保険者） 

医療費の 
負担割合 

受けられる 
保険給付 

みなさんの窓口 

運営主体 

保険料 

保険証 

受 診 時 に  
必要なもの 

吉野川市 

徳島県後期高齢者医療広域連合が
制度を運営します。 
●広域連合が行うこと 
被保険者の認定や保険料の決定、
医療の給付などの運営を行います。 
●吉野川市が行うこと 
加入や脱退の届け出の窓口になり
ます。保険証の引き渡しや保険料の
徴収を行います。 

1人に1枚、新しい
保険証が交付され
ます。 

平成20年4月から老人保健制度が後期高齢者医療制度に変わります 
後期高齢者医療制度ってどんな制度？ 

老人保健制度と後期高齢者医療制度の違い 

平成20年3月31日まで 平成20年4月1日から 

後期高齢者医療 
被保険者証 医療受給者証 

保険証 
（国保・健保など） 

変更なし 

変更なし 

変更なし 

変更なし 

ここが 
変わります 

ここが 
変わります 

ここが 
変わります 

ここが 
変わります 
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通
安
全
標
語
優
秀
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》

運
転
手
さ
ん
　
小
さ
い
手
だ
け
ど
　
見
つ
け
て
ね

森
永
　
愛
彩
乃
（
牛
島
小
学
校
一
年
）

問い合わせ　市国保年金課  蕁澤2213

　75歳（一定の障害があると認定された人は65歳）以上の人で、年額18万円以上の年金を受け取っている場合に
は、原則として年金から保険料が天引きされます。それ以外の場合は、納付書等で市町村に納めます。 
　ただし、介護保険料と後期高齢者医療制度の保険料の合算額が、年金受給額の2分の1を超える場合は年金か
ら天引きされる対象になりません。 

※1． 所得の低い人は、世帯の所得に応じて保険料の被保険者均等割額が軽減されます。軽減される割合は、7割、
5割、2割の3種類になります。 

※2． 年金収入のみの被保険者の場合、収入額が153万円以下の場合には、所得割額が課せられません。 

◆後期高齢者単身世帯の場合 
（例１）基礎年金受給者　年金額79万円の場合 

被保険者均等割額　12,232円（7割軽減）　＋　所得割額　なし　≒　12,200円（年額） 

（例２）厚生年金受給者　年金額208万円の場合 
被保険者均等割額　40,774円（減額無し）　＋　所得割額　40,865円　≒　81,600円（年額） 

■保険料の納め方は？ 

■保険料はどうなるの？ 

保険料は被保険者全員が納めることになります 

保険料の軽減措置 

　保険料は被保険者全員が負担する「被保険者均等割額」と被保険者の所得に応じ負担する「所得割額」の合計
となります。また、保険料額には賦課限度額（上限額）が設けられ、年額50万円に設定されています。 

■健康保険組合などの被扶養者で保険料を負担していなかった人は 
　国民健康保険以外の被用者保険（健康保険組合や共済組合など）の被扶養者で、これまで自分で保険料を払っ
ていなかった人も、後期高齢者医療制度の被保険者となれば保険料を負担しなければなりません。 
　ただし、下記の①②に該当する人は、激変緩和を図るため、被保険者の資格を得た日のある月から２年間、保険料
の被保険者均等割額が5割軽減されます。 
①平成20年3月31日に、健康保険組合や共済組合等の被扶養者だった人 
②平成20年4月1日以降、75歳になって資格を得た日の前日に、健康保険組合や共済組合等の被扶養者だった人 
　また、上記とは別に、平成20年4月から9月までの間は保険料の徴収はされず、10月から平成２1年3月31日分まで
の保険料は9割軽減された金額となります。徳島県の場合は10月から平成21年3月の6カ月で総額約2,000円の
保険料となります。 
　具体的なお支払い方法につていては、平成20年9月下旬に、市役所からお知らせする予定です。 

現在の老人保健制度の証はどうなるの？ 

■「限度額適用・標準負担額減額認定証」「特定疾病療養受療証」をお持ちの人は 
　現在、上記の証をお持ちの人については、平成20年3月末までに後期高齢者医療広域連合から新たに証を交付
します。なお、現在お持ちの証は、3月末日で使用できなくなります。 

●保険料について　　被保険者均等割額 40,774円（年額）　　所得割率 7.43％ 

保険料　＝　被保険者均等割額（※１）　＋　所得割額（※２） 

基礎控除後の総所得金額×所得割率（7.43％） 

（年額） 
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あ
し
と
め
て
　
さ
ゆ
う
か
く
に
ん
　
お
や
く
そ
く

渡
部
　
翔
也
（
鴨
島
小
学
校
一
年
）

建設リサイクル法を知っていますか？ 建設リサイクル法を知っていますか？ 

　建物を壊すときは、事前に知事に届け出が必要って知っていましたか？　建物を建てるときに、建築申請が必

要なように壊すときにも届け出（＝知事へ）が必要です。 

周辺の状況、作業場所、搬出経路、残存物品の有無等を調
査します。 

④工事の施工 

①建物等に関する調査の実施 

作業場所、搬出経路の確保等を図ります。また、残存物品
等（特に家電リサイクル法対象物）について、発注者が事
前に搬出したか確認します。 

③工事着手前に講じる措置の実施 

イ）調査結果の取りまとめ　ロ）工実工程、作業内容、分別
解体等の方法　ハ）特定建設資材廃棄物の種類ごとの発
生見込み量および発生場所　ニ）その他分別解体等を適
正に実施するための措置　などの計画を作成します。 

②分別解体等の計画を作成 

解体業者の方へ 

建物を壊すときは 

解体工事の場合 

珈建築設備・内装材等を分別 
　して取り外し 

玳屋根ふき材を取り外し 

えっ？罰金20万円？ 

※届け出をしないと20万円以下の罰金に処せられます。 

事前届出③ 

⑦ 
・分別解体等、再資源化等の実施 
・技術管理者による施工の管理 
・現場における標識の掲示 

変更命令④ 

⑤告知 契約⑥ 

元請業者 元請業者 

下請負人 

書面による報告⑧ 

市町村への委任 
書
面
に
よ
る
説
明
① 

契
　
約
② 

助
言
・
勧
告
・
命
令
・ 

報
告
の
徴
収
・
立
入
検
査 

注）届出義務違反、変更命令違反には、発注者に 
　  罰金を伴う罰則が適用されます。 

不
法
投
棄
さ
れ
た
建
築
廃
棄
物 

■壊すときには分別解体をし、リサイクルしましょう。 

ミンチ解体 分別解体等と再資源化等の 
義務付け 

最終処分 

混合廃棄物 

分別解体 

リサイクル 
・再生砕石 
・再生アスファルト 
・木材チップ 

分　別 
・コンクリート廃材 
・アスファルト廃材 
・廃木材 

不法投棄 

※ 

木
材
チ
ッ
プ
を
再

生
木
質
マ
ル
チ
ン
グ

材
と
し
て
法
面
の

雑
草
防
止
に
利
用 再生骨材を道路の路盤に、再生

アスファルトを舗装に利用 

右表の規模以上の工事については、
分別解体等および再資源化等が
義務付けされています。 

※ミンチ解体とは分別せずに建築物
を一気に壊してしまう解体のことを
いいます。 

〈建設工事にリサイクル材を利用〉 

工 事の 種 類 

建築物の解体 

建築物の解体新築・増築 

建築物の修繕・模様替等（リフォーム等） 

その他の工作物に関する工事（土木工事等） 

延べ床面積 

延べ床面積 

工事金額 

工事金額 

80裃 

500裃 

1億円 

500万円 

規 模の 基 準 
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お
兄
さ
ん
　
お
ね
え
さ
ん
　
小
さ
い
子
が
見
て
る
よ
　
並
列
な
ら
び
　
か
さ
さ
し
う
ん
て
ん

佐
野
　
光
希
（
西
麻
植
小
学
校
一
年
）

●解体工事の事前届出先は、下記までお願いします。 
　川島土木事務所  建築指導担当　電話26－3714

●建設リサイクル法に関する相談は下記までお願いします。 
　徳島県県土整備部建設管理課  技術・UD担当　電話 088－621－2622

●建設リサイクル法については、徳島県HP（建設リサイクル法について）をご覧ください。 
　http://www.pref.tokushima.jp/generaladmin.nsf/topics/AB29141C07DCBB7E49256BC900071177?opendocument 

解体工事の実施には建設業許可か解体工事業登録が必要です。 

罰 則 一 覧 

玻基礎および基礎杭の取り壊し 

珎外装材・上部構造部分の取り壊し 

章・節 内　容 条 項 罰　則 罰則条項 章・節 内　容 条 項 罰　則 罰則条項 

第3章 
分別解体等の実施 

第4章 
再資源化等の実施 

第5章 
解体工事業 

51条1号 

 
50条1号 

49条 

53条1号 

49条 

48条1号 
 

50条2号 

53条2号 

51条2号 

51条3号 

53条3号 

53条4号 

48条3号 

51条4号 

51条5号 

51条4号 

51条6号 

10

第5章 
解体工事業 

第6章 
雑則 

29

31

33

34

35

42

43

37

15
18

20

21

25

27

1 

2 

3 

 

1 

 

1 

2 

1 

1

1 

 

 

 

1 

1 

1 

 

1

対象建設工事の届け出 

対象建設工事の変更の届け出 

対象建設工事の届け出等にかかる変更命令 

分別解体等義務の実施命令 

発注者への報告の記録 

再資源化等義務の実施命令 

登録 

登録更新 

変更の届け出 

廃業等の届け出 

登録の取り消し等の場合における解体工事の措置 

技術管理者の設置 

標識の指示 

帳簿 

事業停止命令 

報告の徴収 

立入検査 

報告の徴収 

立入検査 

20万円 

20万円 

30万円 

50万円 

10万円 

50万円 

懲役1年・50万円 

懲役1年・50万円 

30万円 

10万円 

20万円 

20万円 

10万円 

10万円 

懲役1年・50万円 

20万円 

20万円 

20万円 

20万円 

は過料 

※写真等の出典：建設副産物リサイクル広報推進会議パンフレットより 



１
月
３
日
、
鴨
島
公
民
館
で
、
平
成
２０

年
の
成
人
式
が
開
催
さ
れ
、
新
成
人
４
３

３
人
が
出
席
し
ま
し
た
。（
表
紙
写
真
）

鴨
島
鳳
翔
太
鼓
の
演
奏
に
引
き
続
き
、

中
学
時
代
の
恩
師
か
ら
の
ビ
デ
オ
メ
ッ
セ

ー
ジ
が
上
映
さ
れ
ま
し
た
。
教
え
を
受
け

た
先
生
方
の
姿
が
ス
ク
リ
ー
ン
に
映
し
出

さ
れ
る
と
、
新
成
人
か
ら
は
大
き
な
歓
声

が
あ
が
っ
て
い
ま
し
た
。

式
典
で
は
、
市
長
や
来
賓
の
方
々
の
祝

辞
を
受
け
、
新
成
人
を
代
表
し
て
岡
田
鮎

香
さ
ん
（
鴨
島
町
）
が
、「
今
日
の
気
持

ち
を
忘
れ
ず
、
こ
れ
か
ら
は
成
人
と
し
て

の
自
覚
と
責
任
を
持
ち
、
歩
ん
で
い
き
た

い
と
思
い
ま
す
。」
と
謝
辞
を
述
べ
ま
し

た
。

１
月
４
日
か
ら
３
日
間
、

徳
島
県
内
を
コ
ー
ス
と
す
る

徳
島
駅
伝
が
開
催
さ
れ
ま
し

た
。
吉
野
川
市
は
、
８
位
と

前
回
よ
り
順
位
を
落
と
し
ま

し
た
が
、
第
１２
区
で
尾
池
政

利
選
手
、
第
４２
区
で
前
田
美

咲
希
選
手
が
区
間
賞
を
獲
得

し
、
来
年
に
つ
な
が
る
走
り

を
見
せ
ま
し
た
。

主
幹
級
以
上
　
１
月
１
日
付

（

）
内
旧
任

市
長
部
局

部
長
級

▼
総
括
支
所
長
〔
美
郷

支
所
地
域
課
長
事
務
取
扱
〕（
会

計
管
理
者
）
河
野
憲
二

次
長
級

▼
水
道
部
次
長
〔
水
道

課
長
事
務
取
扱
〕（
総
務
部
次
長

〔
国
民
文
化
祭
担
当
〕）
高
瀬
正
雄

▼
会
計
管
理
者
（
総
括
支
所
長
兼

美
郷
支
所
地
域
課
長
）
北
村
雅
志

主
幹
級

▼
下
水
道
課
主
幹
兼
施

設
係
長
（
秘
書
企
画
課
主
幹
兼
国

民
文
化
祭
推
進
係
長
）
樫
葉
昇
▼

子
育
て
支
援
課
主
幹
兼
児
童
保
育

係
長
兼
養
護
老
人
ホ
ー
ム
芳
越
荘

主
幹
兼
主
任
生
活
相
談
員
（
養
護

老
人
ホ
ー
ム
芳
越
荘
主
幹
兼
主
任

生
活
相
談
員
）
増
富
雄
二
▼
川
島

支
所
地
域
課
主
幹
兼
地
域
振
興
係

長
（
川
島
支
所
地
域
課
主
幹
）
後

藤
田
修
三

１
月
１２
日
、
川
島
町
学
の
野
田
カ
ネ
コ
さ
ん
が
、
百

歳
の
誕
生
日
を
迎
え
（
明
治
４１
年
生
ま
れ
）、
吉
野
川
市

や
県
か
ら
祝
い
状
と
記
念
品
が
贈
ら
れ
ま
し
た
。

野
田
さ
ん
は
一
人
暮
ら
し
で
し
た
が
、
世
話
好
き
で
、

と
き
ど
き
近
く
に
住
む
お
い
の
家
に
行
っ
て
い
ま
し
た
。

現
在
、
市
内
の
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
入
所
し
て
い

ま
す
。
友
人
と
話
す
の
が
好
き
で
、
主
に
聞
き
役
で
す
。

健
康
状
態
は
良
好
で
、
食
べ
過
ぎ
な
い
の
が
長
寿
の
秘ひ

訣け
つ

と
の
こ
と
で
す
。
誕
生
日
に
は
、

お
祝
い
に
駆
け
つ
け
た
孫
た
ち
と
笑
顔
で
話
し
て
い
ま
し
た
。

吉
野
川
市
内
の
百
歳
以
上
の
長
寿
者
は
１６
人
（
女
性
１４
人
男
性
２
人
）
に
な
り
ま
し
た
。

１２
月
２７
日
か
ら
３０
日
に
か
け

て
、
市
消
防
団
の
年
末
警
戒
が
各

方
面
の
消
防
団
ご
と
に
行
わ
れ
ま

し
た
。
消
防
団
員
が
車
や
徒
歩
で
、

市
民
の
方
に
火
の
用
心
を
呼
び
か

け
ま
し
た
。
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あ
お
し
ん
ご
う
　
ち
か
ち
か
し
た
ら
　
じ
っ
と
が
ま
ん

唐
木
　
航
暉
（
知
恵
島
幼
稚
園
）

き 

と 
ご 
で 
き 
ご 

と 
で 市

職
員
人
事
異
動

消
防
団
年
末
警
戒

百
歳
の
お
誕
生
日
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す

市民を守る消防団員たち

百歳の誕生日を迎えら
れた野田カネコさん

平
成
２０
年
吉
野
川
市
成
人
式

新成人の代表で組織する実行委員会の皆
さんが、式典の司会進行などで活躍しま
した

第
５４
回
徳
島
駅
伝

川島合同庁舎前を再スタート

色
と
り
ど
り
の
晴
れ
着
を
身
に

ま
と
っ
た
新
成
人
た
ち

いたるところで写真撮影が行わ
れていました



１
月
１９
日
、
市
役
所
で
新
成
人
と
市
長
が
市
の
将
来
に
つ
い
て
意
見
を

交
わ
す
座
談
会
を
開
催
し
ま
し
た
。

新
成
人
の
代
表
８
人
と
市
長
ほ
か
市
の
幹
部
ら
が
出
席
し
、
新
成
人
に

地
元
の
魅
力
や
不
満
な
点
な
ど
に
つ
い
て
意
見
を
聞
き
ま
し
た
。

参
加
し
た
新
成
人
は
地
元
の
魅
力
を
「
自
然
が
多
く
景
色
が
美
し
い
」

「
空
気
が
い
い
し
、
ホ
タ
ル
や
梅
も
あ
る
」
な
ど
語
り
ま
し
た
。
ま
た
、

不
満
な
点
に
つ
い
て
「
大
学
卒
業
後
は
地
元
に
戻
っ
て
就
職
し
よ
う
と
思

う
が
、
県
内
に
は
働
く
企
業
が
少
な
い
の
が
悩
み
」「
市
内
で
草
野
球
の

リ
ー
グ
や
大
会
、
総
合
運
動
公
園
な
ど
体
を
動
か
せ
る
場
が
ほ
し
い
」
な

ど
の
意
見
も
出
ま
し
た
。

１
月
６
日
、
ふ
る
さ
と
セ
ン
タ

ー
で
、
吉
野
川
市
消
防
団
の
出
初

式
が
開
催
さ
れ
、
功
労
者
へ
の
表

彰
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

主
な
表
彰
の
受
賞
者
は
次
の
皆

さ
ん
で
す
。（
敬
称
略
）

徳
島
県
知
事
表
彰

▼
住
友
和
芳
（
美
郷
方
面
第
６
分

団
長
）
▼
新
居
孝
司
（
川
島
方
面

第
７
分
団
長
）
▼
福
岡
正
（
川
島

方
面
第
９
分
団
長
）
▼
村
田
久
典

（
山
川
方
面
第
３
分
団
長
）
▼
谷

本
充
男
（
山
川
方
面
第
５
分
団
長
）

▼
真
鍋
年
雄
（
山
川
方
面
第
５
分

１
月
１５
日
、
市
役
所
で
「
暴
力

団
員
の
市
営
住
宅
の
使
用
制
限
に

関
す
る
覚
書
」
の
調
印
式
が
行
わ

れ
ま
し
た
。

吉
野
川
市
で
は
、
平
成
１９
年
１２

月
議
会
で
「
吉
野
川
市
営
住
宅
条

例
」
の
改
正
案
が
議
決
さ
れ
、
暴

力
団
員
の
市
営
住
宅
入
居
が
制
限

さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
今

回
の
調
印
式
で
は
、
今
後
市
と
吉

野
川
警
察
署
が
協
力
・
連
携
し
、

市
営
住
宅
入
居
者
が
暴
力
団
員
で

あ
る
か
否
か
の
照
会
を
実
施
す
る

な
ど
、
と
も
に
市
民
生
活
の
安
定

団
副
分
団
長
）
▼
市
川
浩
章
（
鴨

島
方
面
第
１３
分
団
長
）
▼
中
尾
裕

昭
（
川
島
方
面
第
１
分
団
副
分
団

長
）
▼
原
和
利
（
川
島
方
面
第
７

分
団
副
分
団
長
）
▼
妹
尾
重
男

（
川
島
方
面
第
９
分
団
副
分
団
長
）

▼
猪
井
洋
三
（
美
郷
方
面
第
１
分

団
部
長
）
▼
橘
本
忠
光
（
美
郷
方

面
第
４
分
団
部
長
）
▼
川
村
順
一

（
美
郷
方
面
第
５
分
団
部
長
）

こ
の
ほ
か
、
徳
島
県
消
防
協
会

長
感
謝
状
（
内
助
の
功
）
が
５
人

の
方
に
、
吉
野
川
市
分
会
長
表
彰

が
３４
人
に
、
吉
野
川
市
長
表
彰
が

３０
人
に
、
吉
野
川
市
消
防
団
長
表

彰
が
４
つ
の
分
団
に
贈
ら
れ
ま
し

た
。
ま
た
、
退
職
消
防
団
員
へ
感

謝
状
が
贈
呈
さ
れ
ま
し
た
。

団
副
分
団
長
）
▼
久
保
正
昇
（
鴨

島
方
面
第
４
分
団
長
）
▼
後
藤
田

賀
博
（
鴨
島
方
面
第
６
分
団
長
）

▼
深
見
眞
喜
夫
（
鴨
島
方
面
第
７

分
団
長
）
▼
吉
川
進
（
鴨
島
方
面

第
５
分
団
副
分
団
長
）

徳
島
県
消
防
協
会
長
表
彰

◇
功
績
章

▼
小
原
堅
二
（
川
島
方
面
第
５
分

団
部
長
）
▼
那
須
隆
則
（
川
島
方

面
第
１０
分
団
長
）
▼
板
川
秀
男

（
山
川
方
面
第
１
分
団
長
）
▼
松

田
顴
二
（
山
川
方
面
第
２
分
団
長
）

▼
森
本
修
司
（
鴨
島
方
面
第
２
分

団
長
）
▼
張
丁
毅
義
（
鴨
島
方
面

第
８
分
団
長
）
▼
多
田
進
一
（
鴨

島
方
面
第
１１
分
団
長
）
▼
藤
岡
廣

美
（
美
郷
方
面
第
５
分
団
長
）

◇
精
績
章

▼
原
田
晴
樹
（
山
川
方
面
第
２
分

団
副
分
団
長
）
▼
尾
島
博
之
（
山

川
方
面
第
３
分
団
副
分
団
長
）
▼

瀬
川
勝
之
（
山
川
方
面
第
２
分
団

部
長
）
▼
佐
藤
哲
章
（
山
川
方
面

第
５
分
団
部
長
）
▼
寒
川
健
次

（
山
川
方
面
第
７
分
団
部
長
）
▼

落
窪
明
（
鴨
島
方
面
第
１
分
団
副

分
団
長
）
▼
清
水
稔
久
（
鴨
島
方

面
第
４
分
団
副
分
団
長
）
▼
平
島

一
彦
（
鴨
島
方
面
第
１０
分
団
長
）

▼
河
野
收
三
（
鴨
島
方
面
第
１１
分
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迷
惑
駐
車
　
マ
ナ
ー
守
ろ
う
　
自
分
だ
け
の
道
じ
ゃ
な
い

新
居
　
拓
也
（
川
島
小
学
校
六
年
）

犬のふんは持ち帰りましょう。飼い主としてのマナーを守りましょう。

吉
野
川
市
消
防
団
出
初
式

市
民
の
生
命
と
財
産
を
守
る
た
め
日
々

励
ん
で
い
る
消
防
団
員

「
暴
力
団
員
の
市
営
住
宅
の

使
用
制
限
に
関
す
る
覚
書
」

調
印
式

覚
書
に
調
印
す
る
小
倉
警
察
署
長
（
左
）

と
川
真
田
市
長（
右
）

新
成
人
と
市
長
と
の
座
談
会

と
安
全
性
の
向
上
を
図
っ
て
い
く

こ
と
を
確
認
し
ま
し
た
。

新成人と市長との座談会の様子
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ち
ょ
っ
と
し
た
そ
の
油
断
が
　
事
故
ま
ね
く

岡
田
　
麻
郁
（
学
島
小
学
校
六
年
）

問い合わせ　市国保年金課  蕁澤2213

　高齢化にともない医療費が増大する中、これからも安心して医療を受けられるように、平成２０年４月から国民健康
保険制度が大きく改正されます。 現在、予定されている改正内容をお知らせいたします。　 

　乳幼児等医療費助成の対象となっている受給資格者は、従来どおりの自己負担金のみです。 
☆小学校入学時～６９歳までの方は、平成２０年４月からも３割負担に変更はありません。 

　国保で高額医療費の該当になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、年間の国保と介護保険それぞれ
の自己負担分を合算して一定の限度額を超えた分が支給される制度です。 

　退職者本人が満６５歳になると、その被扶養者も同時に一般の国保加入者になります。 

平成20年4月から国民健康保険の制度が変わります 

★小学校入学前の子どもの自己負担割合が２割になります。 

★高額医療・高額介護合算制度が創設されます。 

  平成２０年４月１日からは、満７５歳の誕生日を迎える方は、誕生日から国保を脱退して「後期高齢者医療制度」
に加入することになります。（１０～１１ページに関連記事） 

★75歳の誕生日を迎えた方は、後期高齢者医療制度に加入となります。 

　平成２０年４月から始まる国保の健康診断・保健指導では、心臓病・脳卒中などにつながる、メタボリックシンド
ローム（内臓脂肪症候群）を早期発見し、該当者や予備軍を減少させるための予防・改善に向けた生活改善
指導を行います。（広報よしのがわ平成１９年１２月号１０ページ参照） 

★４０歳以上７５歳未満の人を対象に、特定健診・特定保健指導が始まります。 

　平成２０年４月から国保の保険証は名刺サイズの保険証に変わります。４月までに加入している家族分を合わ
せて世帯主あてに配達記録郵便でお送りしますので、届いたときは、それぞれの内容（氏名・住所等）を確認し
てください。 

★国保の保険証が個人ごとのカードに変わります。 

★退職者医療制度の対象年齢が６５歳未満になります。 

平成２０年３月３１日まで 

３歳未満 
６歳の誕生日以降の 
最初の３月３１日まで 
（小学校入学前） 

２割 ２割 

平成２０年４月１日から 

平成２０年３月３１日まで 

７５歳未満 

平成２０年４月１日から 

★療養病床入院時の「食事・居住費」負担の対象年齢が 
　６５歳以上となります。 

平成２０年３月３１日まで 

７０歳以上 

平成２０年４月１日から 

６５歳未満 

６５歳以上 



造
林
用
苗
木
の
注
文
を
受
け
付

け
て
い
ま
す
。

配
布
日
、
配
布
場
所
等
に
つ
い

て
は
、
申
し
込
み
を
さ
れ
た
方
に

後
日
連
絡
し
ま
す
。

申
込
期
限

２
月
２７
日
貉

問
い
合
わ
せ
・
申
し
込
み

市
林
業
振
興
課

蕁
潴
２
１
１
２

阿
波
麻
植
森
林
組
合蕁

澪
３
９
４
７

方
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
対

象
と
な
る
一
定
の
障
害
認
定
を
受

け
た
方
は
除
き
ま
す
。

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
お
け
る

７５
歳
以
上
の
被
扶
養
者
の
保
険
料

４
月
か
ら
９
月
ま
で
の
６
カ
月

間
は
無
料
に
な
り
ま
す
。

１０
月
か
ら
平
成
２１
年
３
月
ま
で

の
６
カ
月
間
は
、
保
険
料
額
（
被

保
険
者
均
等
割
）
が
９
割
軽
減
さ

れ
た
額
に
な
り
ま
す
。

対
象
者

７５
歳
以
上
の
方
（
６５
〜

７４
歳
で
一
定
の
障
害
認
定
を
受
け

た
方
を
含
む
）
で
、
後
期
高
齢
者

医
療
制
度
の
被
保
険
者
に
な
る
日

の
前
日
（
平
成
２０
年
３
月
３１
日
ま

た
は
７５
歳
の
誕
生
日
の
前
日
）
現

在
で
、
被
用
者
保
険
※
の
被
扶
養

者
に
な
っ
て
い
る
方

※
被
用
者
保
険
…
い
わ
ゆ
る
「
サ

ラ
リ
ー
マ
ン
」
の
健
康
保
険
で
す
。

国
民
健
康
保
険
は
該
当
し
ま
せ
ん
。

問
い
合
わ
せ

市
国
保
年
金
課

蕁
澤
２
２
１
３

場
合
は
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

の
加
入
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

手
続
き
に
つ
い
て
は
、
国
保
年

金
課
老
人
医
療
係
（
市
役
所
１
階
）

ま
た
は
支
所
地
域
課
（
川
島
・
山

川
・
美
郷
）
で
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

※
６５
歳
以
上
の
方
で
、
す
で
に
老

人
保
健
制
度
に
該
当
し
て
い
る
方

は
手
続
き
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

●
手
続
き
に
必
要
な
も
の

①
健
康
保
険
証

②
障
害
の
程
度
を
証
明
で
き
る
も

の
（
身
体
障
害
者
手
帳
、
療
育
手

帳
な
ど
）

③
印
鑑

問
い
合
わ
せ

■
重
度
心
身
障
害
者
等
医
療
費
助

成
制
度
に
つ
い
て

市
介
護
障
害
課
　
障
害
福
祉
係

蕁
澪
６
６
１
３

■
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
つ
い
て

市
国
保
年
金
課
　
老
人
医
療
係

蕁
澤
２
２
１
３

予
定
さ
れ
て
い
る
改
正
内
容

７０
〜
７４
歳
の
方
の
窓
口
負
担

４
月
か
ら
、
平
成
２１
年
３
月
ま

で
の
１
年
間
、
窓
口
負
担
が
１
割

に
据
え
置
か
れ
ま
す
。

●
す
で
に
３
割
負
担
さ
れ
て
い
る

多
く
て
も
、
天
引
き
（
特
別
徴
収
）

と
な
ら
ず
に
、納
付
書
払
い（
普
通

徴
収
）
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

天
引
き（
特
別
徴
収
）の
し
く
み

年
金
の
定
期
支
払
（
年
６
回
）

の
際
に
、
介
護
保
険
料
と
あ
わ
せ

て
天
引
き
（
特
別
徴
収
）
し
ま
す
。

仮
徴
収
　
４
月
・
６
月
・
８
月

「
前
年
度
の
国
民
健
康
保
険
税

相
当
額
÷
６
」
の
金
額
を
１
回
あ

た
り
の
仮
徴
収
額
と
し
て
、
年
金

か
ら
特
別
徴
収
し
ま
す
。

本
徴
収
　
１０
月
・
１２
月
・
２
月

７
月
本
算
定
後
に
確
定
と
な
っ

た
１
年
間
の
国
保
税
か
ら
、
仮
徴

収
分
の
国
保
税
を
引
い
て
調
整
さ

れ
た
金
額
を
年
金
か
ら
特
別
徴
収

し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ

市
税
務
課
　
課
税
第
２
係

蕁
澤
２
２
１
５

６５
歳
以
上
７５
歳
未
満
の
重
度
心

身
障
害
者
等
医
療
費
助
成
制
度
を

受
け
て
い
る
方
は
、
４
月
か
ら
後

期
高
齢
者
医
療
制
度
（
現
老
人
保

健
制
度
）
へ
の
加
入
が
必
要
で
す
。

引
き
続
き
重
度
心
身
障
害
者
等

医
療
費
助
成
制
度
を
受
け
ら
れ
る

次
の
①
〜
④
の
要
件
す
べ
て
に

該
当
す
る
場
合
は
、
４
月
か
ら
、

国
民
健
康
保
険
税
が
国
保
世
帯
主

の
年
金
か
ら
天
引
き
（
特
別
徴
収
）

さ
れ
ま
す
。

①
国
保
世
帯
主
（
※
擬
制
世
帯
主

を
除
く
）
と
世
帯
内
の
国
保
被
保

険
者
全
員
が
６５
歳
以
上
７５
歳
未
満

②
国
保
世
帯
主
が
年
額
１８
万
円
以

上
の
年
金
を
受
給
し
て
い
る

③
国
保
世
帯
主
の
介
護
保
険
料
と

国
民
健
康
保
険
税
の
合
算
額
が
年

金
額
の
２
分
の
１
を
超
え
な
い

④
国
保
世
帯
主
の
介
護
保
険
料
が

特
別
徴
収
さ
れ
て
い
る

こ
れ
ら
の
要
件
に
１
つ
で
も
該

当
し
な
い
も
の
が
あ
る
場
合
は
、
い

ま
ま
で
ど
お
り
の
納
付
方
法
で
す
。

※
擬
制
世
帯
主
…
国
保
に
加
入
し

て
い
な
い
世
帯
主

◆
複
数
の
年
金
を
受
給
さ
れ
て
い

る
方
は
、
社
会
保
険
庁
が
支
給
す

る
年
金
を
優
先
し
２
分
の
１
判
定

を
行
い
ま
す
の
で
、
各
共
済
等
が

支
給
す
る
退
職
年
金
の
受
給
額
が
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て
を
あ
げ
て
　
よ
く
み
て
わ
た
る
よ
　
お
う
だ
ん
ほ
ど
う

澤
山
　
栞
奈
（
山
瀬
小
学
校
一
年
）

やめようポイ捨て！　わたしたちのまちを美しく。

情
報
ひ
ろ
ば 

お
知
ら
せ

造
林
用
苗
木
の
申
し
込
み

苗
木
価
格
表（
単
位
‥
円
／
本
） 

区
　
　
分 

規
　
格 

く

ぬ
ぎ

 

く
ろ
ま
つ 

苗
長（
袍
） 

価
格（
円
） 

すぎ 
2年生 

ひのき 
2年生 

１
号 

２
号 

１
号 

２
号 

45  

〜 

65
 

90
 

75
 

95
 

82
 

80
 

58
 

45  

〜 

60
 

35  

〜 

55
 

35  

〜 

50
 

20  

〜 

40
 

40  

上 

国
民
健
康
保
険
税
が

年
金
か
ら
天
引
き
さ
れ
ま
す

重
度
心
身
障
害
者
等

医
療
費
助
成
制
度
の

取
り
扱
い
が
変
わ
り
ま
す

高
齢
者
医
療
制
度
の
見
直
し



平成２０年２月受診分から 

漓健康保険証 

滷医療費受給者証 

漓健康保険証 

滷医療費受給者証 

澆医療費請求書 

平成２０年１月受診分まで 

医療費請求書は 
必要ありません！ 

（重度心身障害者・母子
家庭等…水色の用紙） 

（乳幼児等…ピンクまたは
アイボリーの用紙） 

次
の
①
〜
③
の
い
ず
れ
か
に
該

当
さ
れ
る
方
で
、
被
用
者
保
険
に

加
入
さ
れ
て
い
る
方
は
、
平
成
２０

年
２
月
か
ら
県
内
の
医
療
機
関
を

利
用
さ
れ
る
際
に
、
健
康
保
険
証

と
医
療
費
受
給
者
証
の
２
点
を
受

付
窓
口
に
提
出
し
て
い
た
だ
け
れ

ば
、
受
診
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。

①
重
度
心
身
障
害
者
等
医
療
費
受

給
者

②
母
子
家
庭
等
医
療
費
受
給
者

（
入
院
の
み
）

③
乳
幼
児
等
医
療
費
受
給
者

提
出
物

②
所
得
が
所
定
の
基
準
に
該
当
す

る
方

③
同
居
親
族
ま
た
は
同
居
し
よ
う

と
す
る
親
族
の
い
る
方

④
市
税
を
滞
納
し
て
い
な
い
方

※
６
月
１
日
付
国
土
交
通
省
住
宅

局
か
ら
の
通
知
に
よ
り
、
警
察
か

ら
暴
力
団
員
と
認
定
さ
れ
た
方
は

入
居
で
き
ま
せ
ん
。

申
込
方
法

都
市
計
画
住
宅
課
（
市
役
所
２

階
）
ま
た
は
支
所
地
域
課
（
川
島
・

山
川
・
美
郷
）
に
備
え
付
け
の
申

込
書
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、

添
付
書
類
を
添
え
て
都
市
計
画
住

宅
課
へ
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

申
込
書
類

①
市
営
住
宅
入
居
申
込
書

②
添
付
書
類

●
所
得
・
課
税
証
明
書
（
家
族
で

収
入
の
あ
る
方
全
員
分
必
要
）

●
完
納
（
納
税
）
証
明
書

※
こ
れ
以
外
に
書
類
を
提
出
し
て

い
た
だ
く
場
合
も
あ
り
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
・
申
し
込
み

市
都
市
計
画
住
宅
課
　
住
宅
係

蕁
澤
２
２
２
５

と
こ
ろ

山
川
公
民
館
１
階
第
３

研
修
室

講
師

尼
崎
お
笑
い
奉
仕
軍
団

団
長
　
田
中
く
に
お
さ
ん

講
演
会
以
外
で
も
常
時
相
談
を

受
け
付
け
て
い
ま
す
。
希
望
が
あ

れ
ば
こ
ち
ら
か
ら
伺
い
ま
す
。
個

別
の
相
談
も
可
能
で
す
の
で
、
お

気
軽
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
・
連
絡
先

い
き
い
き
吉
野
川
っ
子
相
談
室
・

つ
つ
じ
学
級
（
山
川
庁
舎
３
階
）

蕁
瀚
４
１
２
７

募
集
住
宅
お
よ
び
予
定
戸
数

喜
来
第
５
団
地(

鴨
島
町)

１
戸
、

東
須
賀
団
地
（
川
島
町
）
１
戸
、

川
俣
団
地
（
美
郷
）
２
戸
、
平
第

２
団
地
（
美
郷
）
１
戸

家
賃

収
入
に
応
じ
て
決
定

申
込
期
間

２
月
１３
日
貉
〜
２９
日

貊申
し
込
み
で
き
る
方

①
市
内
に
住
所
ま
た
は
勤
務
場
所

が
あ
る
方
で
住
宅
に
困
っ
て
い
る
方

高
校
卒
業
の
場
合
は
２０
年
以
内
の

均
等
償
還

※
貸
与
金
は
無
利
子
で
す
。

必
要
書
類

①
奨
学
金
貸
与
申
請
書

②
所
得
証
明
書
（
子
ど
も
を
除
く

世
帯
員
分
）

③
住
民
票
の
写
し
（
世
帯
全
員
）

④
成
績
証
明
書

⑤
誓
約
書
な
ど

※
申
請
関
係
書
類
は
学
校
教
育
課

（
山
川
庁
舎
１
階
）、
支
所
地
域
課

（
鴨
島
・
川
島
・
美
郷
）
に
あ
り

ま
す
。
詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

申
込
期
間

３
月
３
日
豺
〜
２１
日
貊

問
い
合
わ
せ
・
申
し
込
み

市
学
校
教
育
課

蕁
瀚
４
１
１
４

い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
き
っ
か
け

で
学
校
に
登
校
で
き
な
く
な
っ
た

子
ど
も
た
ち
の
こ
と
で
悩
み
、
だ

れ
に
も
言
え
ず
に
苦
し
ん
で
い
ま

せ
ん
か
？
　
保
護
者
の
皆
さ
ん
の

気
持
ち
が
軽
く
な
れ
ば
と
、「
相

談
室
・
つ
つ
じ
学
級
」
で
は
講
演

会
を
開
い
て
い
ま
す
。
解
決
に
向

け
て
共
に
悩
み
、
考
え
ま
し
ょ
う
。

と
き

２
月
２４
日
豸

午
前
１０
時
〜
正
午

問
い
合
わ
せ

■
重
度
心
身
障
害
者
等
医
療
費

・
母
子
家
庭
等
医
療
費
に
つ
い
て

市
介
護
障
害
課
　
障
害
福
祉
係

蕁
澪
６
６
１
３

■
乳
幼
児
等
医
療
費
に
つ
い
て

市
子
育
て
支
援
課
　
児
童
母
子
福

祉
係

蕁
澪
６
６
１
４

平
成
２０
年
度
の
奨
学
金
貸
与
を

次
の
と
お
り
行
い
ま
す
。
希
望
さ

れ
る
方
は
申
請
手
続
き
を
し
て
く

だ
さ
い
。

貸
与
条
件

①
経
済
的
理
由
に
よ
り
、
進
学
す

る
こ
と
が
困
難
な
方

②
向
学
意
欲
が
お
う
盛
で
成
績
が

優
秀
な
方

③
市
内
に
２
年
以
上
住
所
を
有
す

る
方
の
子
。
父
・
母
と
も
に
い
な

い
方
は
、
本
人
が
市
内
に
住
所
を

有
す
る
こ
と
。

貸
与
月
額

○
高
等
学
校
　
県
立
高
等
学
校
の

全
日
制
課
程
の
授
業
料
に
相
当
す

る
金
額
（
１
０
０
０
円
未
満
端
数

切
り
捨
て
）

○
国
立
大
学
　
２
万
円

○
私
立
大
学
　
２
万
５
０
０
０
円

貸
与
金
の
償
還

大
学
卒
業
の
場
合
は
１５
年
以
内
、
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あ
ん
ぜ
ん
に
　
わ
た
る
こ
ど
も
は
　
み
ぎ
ひ
だ
り

村
本
　
茉
優
（
川
田
幼
稚
園
）

医
療
機
関
を
利
用
す
る

際
の
お
知
ら
せ

奨
学
金
貸
与

は
ぐ
く
み
講
演
会
の
ご
案
内

募
集

市
営
住
宅
入
居
者
募
集



地
域
支
援

事
業
介
護
予

防
一
般
高
齢

者
施
策
の
一

環
と
し
て
、

水
中
運
動
や

マ
シ
ー
ン
ト

レ
ー
ニ
ン
グ

を
実
施
し
て
い
ま
す
が
、
よ
り
負

荷
を
加
え
た
「
向
上
コ
ー
ス
」
を

追
加
し
ま
し
た
。
ご
自
身
の
介
護

予
防
の
た
め
に
ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ

さ
い
。

対
象
者

市
内
に
在
住
す
る
６５
歳

以
上
の
方
で
、
介
護
保
険
に
よ
る

サ
ー
ビ
ス
（
介
護
給
付
、
新
予
防

給
付
、
特
定
高
齢
者
施
策
に
よ
る

サ
ー
ビ
ス
）
を
利
用
し
て
い
な
い

方※
「
向
上
コ
ー
ス
」
に
つ
い
て
は
、

右
の
要
件
に
加
え
て
、
今
ま
で
に

「
パ
ワ
ー
・
デ
イ
」
を
利
用
し
た

こ
と
の
あ
る
方

利
用
期
間

４
月
〜
６
月

実
施
場
所

健
祥
会
イ
ン
デ
ィ
ペ

ン
デ
ン
ト
２１
（
川
島
町
川
島
１
０

６
―
２
）

利
用
料

２
５
０
円
／
１
回

に
鴨
島
美
術
グ
ル
ー
プ
や
ア
マ
チ

ュ
ア
の
画
家
・
写
真
家
等
の
作
品

を
展
示
し
て
い
ま
す
。

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス

h
ttp
://w
w
w
.tc
u
.o
r.jp
/ka
m
o

jim
a
/m
a
c
h
ic
o
n
/

連
絡
先

ま
ち
か
ど
コ
ン
サ
ー
ト
実
行
委
員

会

蕁
濆
３
７
２
５（
鎌
田
）

対
象
者

職
業
相
談
希
望
の
方

内
容

県
内
求
人
情
報
の
提
供
と

職
業
相
談
、
職
業
に
つ
い
て
の
知
識

や
就
職
の
心
構
え
に
つ
い
て
指
導

※
雇
用
保
険
の
受
け
付
け
は
行
い

ま
せ
ん
。

【
山
川
】

と
き

２
月
１８
日
豺
、
３
月
３
日

豺
・
１７
日
豺

午
前
９
時
３０
分
〜
１１
時
３０
分

と
こ
ろ

八
坂
会
館

【
川
島
】

と
き

２
月
１３
日
貉
、
３
月
１２
日

貉午
後
１
時
３０
分
〜
２
時
３０
分

と
こ
ろ

こ
だ
ま
会
館

問
い
合
わ
せ

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
吉
野
川

蕁
濆
２
１
６
６

り
組
み
に
つ
い
て
発
表
会
を
開
催

し
ま
す
。

と
き

２
月
２４
日
豸
午
前
１０
時
３０

分
〜
午
後
３
時
３０
分
（
正
午
〜
午

後
１
時
玄
米
お
む
す
び
試
食
会
）

と
こ
ろ

ふ
る
さ
と
セ
ン
タ
ー

記
念
講
演

午
前
の
部
「
薬
草
が
地
域
の
元
気

を
創
る
！
」
〜
美
郷
の
山
に
は
宝

物
が
眠
っ
て
い
る
〜

午
後
の
部
「
四
季
の
薬
草
ば
な
し
」

講
師

村
上
光
太
郎
さ
ん
（
崇
城

大
学
薬
学
部
教
授
）

参
加
希
望
の
方
は
、
２
月
２０
日

貉
ま
で
に
電
話
で
お
申
し
込
み
く

だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
・
申
し
込
み

美
郷
商
工
会

蕁
潴
２
５
０
５

出
演
者

忌
部
楽
団
、
デ
ビ
ル
ズ

カ
ル
テ
ッ
ト
ほ
か

と
き

２
月
２４
日
豸
午
後
１
時

と
こ
ろ

Ｊ
Ｒ
鴨
島
駅
前
老
人
ホ

ー
ム
あ
け
わ
敷
地
内
（
雨
天
決
行
）

ま
ち
か
ど
美
術
館

Ｊ
Ｒ
鴨
島
駅
前
商
店
街
の
店
舗

申
請
に
必
要
な
も
の

印
鑑
　

※
申
請
書
等
は
地
域
福
祉
課
（
川

島
庁
舎
１
階
）、
各
支
所
地
域
課

（
鴨
島
・
山
川
・
美
郷
）
に
あ
り

ま
す
。

申
請
締
切

３
月
１４
日
貊

問
い
合
わ
せ

市
地
域
福
祉
課
　
地
域
支
援
係

蕁
澪
６
６
２
７

吉
野
川
市
で
は
、
市
民
本
位
の

市
政
運
営
を
行
う
た
め
、
市
の
あ

り
方
を
市
民
の
皆
さ
ん
と
と
も
に

考
え
、
行
政
と
市
民
が
率
直
に
話

し
合
え
る
場
と
し
て
市
政
懇
談
会

を
鴨
島
地
区
か
ら
順
次
開
催
し
て

い
き
ま
す
。
多
数
ご
参
加
く
だ
さ

い
。

対
象
地
区

上
浦
・
牛
島
・
森
山

と
き

２
月
２２
日
貊
午
後
７
時

と
こ
ろ

上
浦
公
民
館

問
い
合
わ
せ

市
秘
書
企
画
課

蕁
澤
２
２
２
１

美
郷
の
山
野
草
や
梅
な
ど
を
活

用
し
た
特
産
品
や
料
理
開
発
の
取

コ
ー
ス
一
覧

定
員

Ａ
１
コ
ー
ス
５
グ
ル
ー

プ
各
２０
人
／
Ｂ
１
コ
ー
ス
３
グ

ル
ー
プ
各
８
人
／
Ａ
２
コ
ー
ス

５
グ
ル
ー
プ
各
１５
人
／
Ｂ
２
コ
ー

ス
３
グ
ル
ー
プ
各
８
人

※
定
員
を
超
え
て
申
し
込
み
が
あ

っ
た
場
合
は
抽
選
と
な
り
ま
す
。

利
用
で
き
る
コ
ー
ス

利
用
限
度

各
コ
ー
ス
週
１
回
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信
号
機
　
ち
ゃ
ん
と
見
な
い
と
　
事
故
に
あ
う

藤
岡
　
御
門
（
川
田
中
小
学
校
二
年
）

筋
力
ア
ッ
プ
教
室

「
パ
ワ
ー
・
デ
イ
」の
コ
ー
ス
が

増
え
ま
し
た
！

コース名 

入  門 
コース 

Ａ１コース（※） 

Ｂ１コース（※） 

Ａ２コース 

Ｂ２コース 

水中ストレッチ等 

機械を使った筋力アップ等 

水中ジョギング等 

機械等を使った局所筋アップ等 

向  上 
コース 

内　　容 

※平成１９年度中のＡ（水中運動）コース、
Ｂ（マシーントレーニング）コースと同じ 

今までの利用状況 

初めての 
利　  用 

Ａ１ 

Ｂ１ 

Ａ２ 

Ｂ２ 

○ 

○ 

× 

× 

× 

○ 

○ 

× 

○ 

× 

× 

○ 

× 

× 

○ 

○ 

利
用
で
き
る
コ
ー
ス 

Ａ１コース 
利用済み 

Ｂ１コース 
利用済み 

入門コース 
利用済み 

催
し

市
政
懇
談
会
の
開
催

薬
草
が
地
域
の
元
気
を
創
る

『
キ
レ
イ
の
さ
と
美
郷
』

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
発
表
会

第
１
０
２
回
ま
ち
か
ど

コ
ン
サ
ー
ト

相
談

巡
回
職
業
相
談



と
き

２
月
２３
日
貍
午
後
１
時

と
こ
ろ

川
島
公
民
館

入
場
料

無
料

問
い
合
わ
せ

川
島
公
民
館

蕁
澪
２
１
８
０

と
き

３
月
８
日
貍
午
前
１０
時

と
こ
ろ

２
階
　
調
理
室

内
容

ケ
ー
キ
ず
し
、
い
ち
ご
大

福
ほ
か

対
象

小
学
校
４
〜
６
年
生
（
保

護
者
の
方
は
参
加
で
き
ま
せ
ん
）

準
備
物

エ
プ
ロ
ン
、
三
角
き
ん
、

手
ふ
き
タ
オ
ル

材
料
費

５
０
０
円
（
当
日
集
金
）

定
員

２０
人
（
先
着
順
）

申
込
方
法

２
月
２０
日
貉
か
ら
申

し
込
み
を
受
け
付
け
ま
す
。
申
込

用
紙
を
鴨
島
公
民
館
に
備
え
付
け

て
い
ま
す
の
で
、
記
入
し
て
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
・
申
し
込
み

〒
７
７
６
│
０
０
１
１

吉
野
川
市

鴨
島
町
鴨
島
甲
１
番
地

鴨
島
公
民
館

蕁
濆
５
１
１
１
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あ
か
あ
お
き
い
ろ
　
み
ん
な
ま
も
っ
て
　
み
ん
な
し
あ
わ
せ

岸
上
　
茉
奈
（
川
田
西
幼
稚
園
）

川
島
公
民
館
だ
よ
り

鴨
島
公
民
館
だ
よ
り

川
島
町
文
化
祭

子
ど
も
料
理
教
室

け
し
ま
す
）

受
付
場
所

文
化
研
修
セ
ン
タ
ー

受
講
料

１０
回
コ
ー
ス
４
２
０
０

円
／
２０
回
コ
ー
ス
８
４
０
０
円

（
受
講
料
の
ほ
か
に
別
途
材
料
費

等
必
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す
）

※
詳
細
は
、
講
座
案
内
パ
ン
フ
レ

ッ
ト
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
市
内
各

文
化
施
設
、
公
民
館
等
に
備
え
付

け
て
い
ま
す
。

卒
入
学
式
シ
ー
ズ
ン
を
迎
え
長

期
保
存
の
で
き
る
プ
リ
ザ
ー
ブ
ド

フ
ラ
ワ
ー
を
使
っ
て
コ
サ
ー
ジ
ュ

を
作
り
ま
し
ょ
う
。

と
き

２
月
２４
日
豸
午
後
１
時
３０

分
〜
３
時
３０
分

と
こ
ろ

文
化
研
修
セ
ン
タ
ー
研

修
室
４

講
師

近
藤
佐
起
江
さ
ん

参
加
費

１
５
０
０
円

定
員

２０
人
（
先
着
順
）

主
催

市
文
化
協
会

問
い
合
わ
せ
・
申
し
込
み

文
化
研
修
セ
ン
タ
ー蕁

澤
０
０
１
５

○
藍あ
い

染
め

（
藤
井
和
栄
）

○
木
目
込
人
形

（
小
林
鳳
美
）

○
着
物
着
付
け

（
桑
田
律
子
）

○
茶
道
〈
裏
千
家
〉
（
近
藤
陽
子
）

○
自
然
の
素
材
を
織
る

（
島
田
ひ
ろ
み
）

○
実
用
書
道

（
寺
内
金
子
）

○
書
に
親
し
む

（
武
市
鳴
雲
）

○
書
道
入
門

（
熊
代
厚
子
）

○
水
墨
画

（
久
米
芳
邦
）

○
初
級
太
極
拳

（
村
上
恵
子
）

○
中
級
太
極
拳

（
黄
麗
）

○
大
正
琴

（
山
本
源
淑
）

○
陶
芸

（
笠
井
享
）

○
さ
く
ら
初
級
長
唄
三
味
線

（
春
名
完
二
）

○
日
本
舞
踊

（
松
井
美
恵
子
）

○
パ
ッ
チ
ワ
ー
ク
・
キ
ル
ト

（
薩
摩
利
子
）

○
ビ
デ
オ
講
座

（
牧
本
美
代
子
）

○
墨
彩
画

（
土
方
喜
美
子
）

○
民
謡

（
藤
本
秀
森
寿
）

○
民
謡
三
味
線

（
藤
本
秀
森
幸
）

○
洋
画

（
下
時
治
郎
秀
臣
）

受
付
期
間

２
月
２０
日
貉
〜
３
月

２３
日
豸
（
定
員
に
満
た
な
い
講
座

に
つ
い
て
は
、
引
き
続
き
受
け
付

―
ゆ
と
り
あ
る
生
活
、
い
き
が
い

の
あ
る
人
生
を
求
め
て
―

受
講
期
間

４
月
６
日
豸
〜
９
月
７
日
豸

○
篆
刻
て
ん
こ
く

（
射
場
博
子
）

○
絵
手
紙

（
岡
田
光
男
）

○
オ
カ
リ
ナ

（
森
見
美
子
）

○
楽
し
い
写
真
講
座
（
北
川
茂
之
）

○
短
歌

（
楠
本
邦
利
）

○
短
歌
心
を
う
た
お
う

（
宮
久
保
美
恵
子
）

○
手
編
み
手
芸
（
後
藤
田
八
重
子
）

○
生
け
花
〈
未
生
流
〉

（
川
真
田
信
子
）

○
生
け
花
〈
草
月
流
〉（

近
藤
年
江
）

○
ね
ん
ど
の
花
ク
レ
イ
ア
ー
ト

（
石
田
百
合
子
）

○
花
で
生
活
を
楽
し
む

（
近
藤
佐
起
江
）

文
化
研
修
セ
ン
タ
ー
通
信

１０
回
コ
ー
ス
（

）内
講
師

２０
回
コ
ー
ス
（

）内
講
師

平
成
２０
年
度
前
期

文
化
研
修
セ
ン
タ
ー
講
座
案
内

プ
リ
ザ
ー
ブ
ド
フ
ラ
ワ
ー
で
作
る

コ
サ
ー
ジ
ュ
体
験
講
座

キ
ン
カ
ン
は
、
観
賞
用
、
果
樹

と
し
て
栽
培
さ
れ
る
こ
と
が
多

い
、
中
国
原
産
の
常
緑
性
の
低
木

で
す
。

夏
に
は
小
さ
な
白
い
花
が
咲

き
、
晩
秋
か
ら
冬
に
か
け
て
、
鮮

や
か
な
橙
黄
色
で
表
面
に
は
光
沢

の
あ
る
、
長
だ
円
形
の
果
実
を
付

け
ま
す
。

果
実
は
民
間
薬
と
し
て
咳
や
、

の
ど
の
痛
み
に
効
果
が
あ
る
と
さ

れ
、
咳
止
め
、
風
邪
薬
と
し
て
用

い
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
果
皮

の
つ
い
た
ま
ま
甘
く
煮
て
、
砂
糖

漬
け
、
蜂
蜜
漬
け
、
甘
露
煮
に
し

た
り
、
甘
く
煮
て
か
ら
、
砂
糖
に

漬
け
、
ド
ラ
イ
フ
ル
ー
ツ
に
し
た

り
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

川
島
薬
草
園

キ
ン
カ
ン

ミ
カ
ン
科〈表紙写真〉
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《
交
通
安
全
標
語
優
秀
作
》

酒
飲
ん
で
　
車
に
乗
っ
た
ら
　
交
通
事
故

元
村
　
愛
（
種
野
小
学
校
四
年
）

2月・3月の健康づくり教室（40歳以上65歳未満の方対象） 

2月・3月の介護予防教室（65歳以上の方対象） 

●問い合わせ　市健康推進課　蕁澪6615 

●問い合わせ　市地域福祉課　蕁澪6627 

２ 

　
月 

３ 

　
　
　
月 

健
康
相
談
 

日 

14 

15 

25

曜日 

木 

金 

月 

場　　　所 

中部農業構造改善センター 

西麻植会館 

上浦地区公民館 

内　　　容 時　間 

9：30～11：00 

10：00～11：00 

13：30～14：30

地区 

山 川  

鴨 島  

鴨 島  

健
康
相
談
 

日 

4 

6 

13 

14 

18 

19

曜日 

火 

木 

木 

金 

火 

水 

地区 

山 川  

鴨 島  

鴨 島  

鴨 島  

山 川  

美 郷  

場　　　所 

山瀬地区公民館 

飯尾敷地地区公民館 

森山地区公民館 

喜来老人憩の家 

西川田福祉センター 

中枝老人憩の家 

内　　　容 

 

時　間 

9：30～11：00 

10：00～11：00 

10：00～11：00 

10：00～11：00 

13：30～15：00 

13：30～15：00

２
　
　
　
　 

　
月 

日 

13 

19 

20 
 

21 

22
 

 

25 

26 

27
 

 

28

曜日 

水 

火 

水
 

 

木 

金
 

 

月 

火 

水
 

 

木 

場　　　所 

川島公民館近久分館 

城戸下浦高開集落センター 

中古井広域集落センター 

川島公民館朝日ヶ丘分館 

こだま会館 

鍛冶屋敷公会堂 

上谷集落センター 

知恵島老人憩の家 

三山老人憩の家 

川島公民館敷地分館 

千田公会堂 

川島公民館岡山分館 

時　間 

9：30～10：30 

9：30～10：30 

9：30～10：30 

10：00～11：00 

9：30～10：30 

9：30～10：30 

13：30～14：30 

13：30～14：30 

9：30～11：00 

9：30～10：30 

9：30～12：00 

9：30～10：30

健

康

チ

ェ

ッ

ク
 

地区 

川 島  

美 郷  

美 郷  

川 島  

川 島  

川 島  

美 郷  

鴨 島  

美 郷

川 島  

鴨 島  

川 島  

内　　　容 

 

 

 

介 護 予 防 体 操  

栄 養 改 善 講 座  

 

 

 

 

 

栄 養 改 善 講 座  

介 護 予 防 体 操  

３
　
　
　
　 

　
月 

日 

4
 

 

 

5 

 

6 

7 

10 

11
 

 

12 

14

曜日 

火
 

 

 

水 

 

木 

金 

月 

火
 

 

水 

金 

場　　　所 

川島公民館神後分館 

川島公民館 

川島公民館二ツ森分館 

中部農業構造改善センター 

瀬詰老人会館 

川島公民館久保田分館 

東児島老人憩の家 

立石公会堂 

川島公民館学西分館 

牛島集会所 

川島公民館近久分館 

忌部農業構造改善センター 

時　間 

9：30～10：30 

13：30～14：30 

9：00～10：00 

9：30～11：00 

13：30～15：00 

9：30～10：30 

9：00～10：00 

13：30～14：30 

9：00～10：00 

13：30～14：30 

9：30～10：30 

9：30～11：00

健

康

チ

ェ

ッ

ク
 

地区 

川 島  

川 島  

川 島  

山 川  

山 川  

川 島  

川 島  

川 島  

川 島  

鴨 島  

川 島  

山 川 

内　　　容 

栄 養 改 善 講 座  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介 護 予 防 体 操  



2008年（平成20年）2月13日

広報よしのがわ 22

《
交
通
安
全
標
語
優
秀
作
》

運
転
中
　
携
帯
電
話
　
だ
め
で
す
よ

松
原
　
祥
子
（
種
野
小
学
校
四
年
）

『
ち
い
さ
な
ド
ラ
ゴ
ン
　
コ
コ
ナ

ッ
ツ
』

イ
ン
ゴ
・
ジ
ー
ク
ナ
ー
著

★
山
川
図
書
館
と
川
島
図
書
館
の

新
刊
情
報
は
、
各
館
が
発
行
し
て

い
る
『
図
書
館
つ
う
し
ん
（
山
川

図
書
館
）』、『
新
刊
速
報
（
川
島

図
書
館
）』
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

◆
開
室
時
間

午
前
９
時
〜
午
後

５
時
（
正
午
〜
午
後
１
時
ま
で
閉

室
し
ま
す
）

◆
２
月
、３
月
の
休
室
日

木
曜
日

●
新
刊
は
、
ほ
か
に
も
た
く
さ
ん

そ
ろ
っ
て
い
ま
す
。
各
館
・
室
の

新
刊
コ
ー
ナ
ー
を
ご
利
用
く
だ
さ

い
。
読
み
た
い
本
が
見
つ
か
ら
な

か
っ
た
場
合
は
、
気
軽
に
ご
相
談

く
だ
さ
い
。
本
の
予
約
や
リ
ク
エ

ス
ト
は
各
館
・
室
で
、
い
つ
で
も

受
け
付
け
て
い
ま
す
。

●
蔵
書
検
索
シ
ス
テ
ム

h
ttp
://lib

ra
ry
.c
ity
.y
o
s
h
i

n
o
g
a
w
a
.lg
.jp
/ilisw

in
g
/w
e
/

o
p
ac/

●
山
川
図
書
館
の
県
立
図
書
館
協

力
車
巡
回
日
／
２
月
１５
日
貊
・
２２

日
貊
、
３
月
７
日
貊
・
１４
日
貊

☆
話
題
の
新
刊
☆

◆
開
館
時
間

午
前
１０
時
〜
午
後

６
時

◆
２
月
、
３
月
の
休
館
日

月
曜
日
、
祝
日
、
年
間
図
書
整
理

日
（
３
月
４
日
貂
〜
１３
日
貅
）、

月
末
図
書
整
理
日（
２
月
２９
日
貊
、

３
月
２８
日
貊
）

◆
お
は
な
し
会

毎
月
第
２
土
曜
日
午
後
１
時
３０
分

か
ら
（
約
３０
分
間
）

※
３
月
８
日
貍
は
お
休
み
し
ま
す
。

◆
映
画
会

２
月
１６
日
貍
、
３
月
１
日
貍
・
１５

日
貍
・
２９
日
貍
の
午
後
２
時
か
ら

（
約
２
時
間
）

◆
図
書
館
つ
う
し
ん
（
２
月
１
日

発
行
）
新
着
図
書
案
内
・
行
事
予

定
な
ど
を
掲
載
。
各
館
・
室
で
配

布
し
て
い
ま
す
。

◆
開
館
時
間

午
前
１０
時
〜
午
後

６
時

◆
２
月
、
３
月
の
休
館
日

水
曜
日
、
祝
日
、
月
末
図
書
整
理

日
（
２
月
２９
日
貊
、
３
月
３１
日
豺
）

◆
読
書
ク
ラ
ブ
講
演
会

「
読
書
と
人
生
」

と
き

３
月
１３
日
貅
午
後
１
時
３０

分
〜
３
時
３０
分

と
こ
ろ

図
書
館
２
階

講
師

松
崎
慧
さ
ん

◆
よ
っ
と
い
で
文
庫
に
よ
る

「
春
休
み
お
は
な
し
大
会
」

と
き

３
月
１５
日
貍
午
後
１
時
３０

分
〜
２
時
３０
分

と
こ
ろ

図
書
館
２
階

講
師

中
洋
子
さ
ん

◆
み
ん
わ
お
は
な
し
大
会

川
島
図
書
館
蕁
澪
３
１
４
１

美
郷
図
書
室

（
ふ
る
さ
と
セ
ン
タ
ー
内
）

蕁
潴
２
８
１
１

山
川
図
書
館
蕁
瀚
５
２
２
２

図
書
だ
よ
り

と
き

３
月
２９
日
貍
午
後
１
時
３０

分
〜
２
時
３０
分

講
師

川
島
町
文
化
伝
承
グ
ル
ー

プ
代
表
　
細
谷
孝
子
さ
ん

◆
開
室
時
間

午
前
１０
時
〜
午
後

６
時

◆
２
月
、
３
月
の
休
室
日

火
曜
日
、
祝
日
、
年
間
図
書
整
理

日
（
３
月
１７
日
豺
〜
２１
日
貊
）

◆
絵
本
と
お
は
な
し
の
会

毎
月
第
２
土
曜
日
午
前
１０
時
３０
分

か
ら
／
鴨
島
公
民
館
２
階
絵
本

室
／
絵
本
の
読
み
聞
か
せ
、
エ
プ

ロ
ン
シ
ア
タ
ー
、
手
作
り
大
型
紙

芝
居
な
ど

◆
新
刊
情
報

『
美
か
、
さ
も
な
く
ば
死
を
』

林
真
理
子
著

『
腐
指
』

Ｓ
ａ
ｏ
ｒ
ｉ
著

『
ク
リ
ス
マ
ス
に
さ
よ
う
な
ら
』

浅
暮
三
文
著

『
い
っ
そ
悪
女
』

唯
川
恵
著

『
ダ
イ
イ
ン
グ
・
ア
イ
』

東
野
圭
吾
著

『
摂
氏
零
度
の
少
女
』新

堂
冬
樹
著

『
日
暮
れ
て
こ
そ
』

江
上
剛
著

『
人
間
の
関
係
』

五
木
寛
之
著

『
晩
鐘
』

宇
江
佐
真
理
著

『
指
し
手
の
顔
』

首
藤
瓜
於
著

『
カ
ッ
サ
ン
ド
ラ
の
嘲
笑
』

太
田
忠
司
著

『
私
の
男
』

桜
庭
一
樹
著

『
枢
密
院
議
長
の
日
記
』

佐
野
眞
一
著

『
病
気
と
け
が
手
当
の
き
ほ
ん
お

さ
ら
い
帖
』

王
瑞
雲
著

『
手
づ
く
り
し
た
い
ほ
か
ほ
か
中

華
ま
ん
』

茂
手
木
章
著

『
マ
リ
ア
の
月
』

三
上
洸
著

『
神
書
板
刻
』

澤
田
ふ
じ
子
著

『
魔
物
　
上
・
下
』
大
沢
在
昌
著

『
ゴ
ー
ル
デ
ン
ス
ラ
ン
バ
ー
』

伊
坂
幸
太
郎
著

『
長
き
雨
の
烙
印
』

堂
場
瞬
一
著

『
国
境
事
変
』

誉
田
哲
也
著

◆
児
童
書
・
絵
本

『
ゲ
ゲ
ゲ
の
鬼
太
郎
と
よ
み
が
え

っ
た
恐
竜
』

水
木
し
げ
る
著

『
ゲ
ゲ
ゲ
の
鬼
太
郎
と
妖
怪
ラ
ー

メ
ン
』

水
木
し
げ
る
著

『
真
夜
中
の
学
校
レ
ス
ト
ラ
ン
』

た
か
い
よ
し
か
ず
著

『
１０
分
で
読
め
る
名
作
　
四
・

五
・
六
年
生
』

木
暮
正
夫
著

『
ビ
ー
バ
ー
の
ベ
ン
』

ビ
ッ
キ
ー
・
イ
ー
ガ
ン
著

『
オ
オ
カ
ミ
の
エ
リ
ッ
ク
』

ビ
ッ
キ
ー
・
イ
ー
ガ
ン
著

『
イ
ラ
ス
ト
で
学
べ
る
裁
判
員
制

度
』

裁
判
員
制
度
研
究
会
著

『
１４
ひ
き
の
も
ち
つ
き
』

い
わ
む
ら
か
ず
お
著

『
倒
立
す
る
塔
の
殺
人
』

皆
川
　
博
子

著

『
ダ
イ
イ
ン
グ
・
ア
イ
』

東
野
　
圭
吾

著

『
Ｔ
ｈ
ｅ
　
Ｂ
ｏ
ｏ
ｋ
』

乙
　
一

著

鴨
島
図
書
室
（
鴨
島
公
民
館
内
）

蕁
濆
５
１
１
１



中
学
生
３０
％

小
学
生
・
高
校
生
２０
％

県
教
育
委
員
会
が
、
県
内
の

小
・
中
・
高
校
生
を
対
象
に
携
帯

電
話
の
利
用
実
態
調
査
を
行
い
ま

し
た
。

携
帯
電
話
所
持
率

小
学
生
　
２６
％

中
学
生
　
６１
％

高
校
生
　
９６
％

①
事
前
に
防
ぐ

●
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
を

利
用
す
る

●
個
人
情
報
を
公
開
し
な
い

●
重
要
な
情
報
を
扱
う
サ
イ
ト
へ

は
、
Ｕ
Ｒ
Ｌ
を
直
接
入
力
す
る

②
安
易
に
返
信
し
な
い

●
興
味
本
位
で
Ｕ
Ｒ
Ｌ
に
ア
ク
セ

ス
し
な
い

●
メ
ー
ル
配
信
停
止
用
ア
ド
レ
ス

に
は
返
信
さ
せ
な
い

③
ト
ラ
ブ
ル
が
発
生
し
た
ら
す
ぐ

に
相
談

●
学
校
の
先
生
に
す
ぐ
相
談
す
る

●
消
費
者
セ
ン
タ
ー
、
犯
罪
相
談

窓
口
（
警
察
な
ど
）
に
相
談
す
る

連
絡
先
・
問
い
合
わ
せ

市
青
少
年
育
成
補
導
セ
ン
タ
ー

蕁
澪
６
６
２
０
蕭
澪
６
６
２
１

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス

h
ttp
://w
w
w
.tc
u
.o
r.jp
/iku
sei

center/

自
己
紹
介
用
の
簡
易
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
「
プ
ロ
フ
」
の
掲
示
板
に

書
き
込
み
を
し
た
こ
と
が
あ
る

小
学
生
　
５
％

中
学
生
　
３４
％

高
校
生
　
５８
％

知
っ
て
い
る→

実
際
に
利
用

し
て
い
る

小
学
生
　
２１
％→

８
％

中
学
生
　
４１
％→

１４
％

高
校
生
　
４４
％→

４
％

こ
れ
ら
の
調
査
結
果
を
受
け
、

県
教
育
委
員
会
で
は
「
今
後
、
全

小
・
中
・
高
校
生
を
対
象
に
携
帯

電
話
の
利
用
教
室
を
開
き
、
フ
ィ

ル
タ
リ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
な

ど
を
積
極
的
に
呼
び
か
け
て
い
き

た
い
」
と
話
し
て
い
ま
す
。

吉
野
川
市
に
お
い
て
も
、
携
帯

電
話
の
所
持
率
は
県
の
調
査
結
果

と
ほ
ぼ
同
じ
で
す
。
携
帯
電
話
に

よ
る
ト
ラ
ブ
ル
に
遭
わ
な
い
た
め

に
、
次
の
よ
う
な
対
策
を
講
じ
て

お
き
ま
し
ょ
う
。

嫌
が
ら
せ
メ
ー
ル
を

受
け
た
こ
と
が
あ
る

小
学
生
　
２０
％

中
学
生
　
３０
％

高
校
生
　
２２
％

近
年
、
嫌
が
ら
せ
メ
ー
ル
な
ど

携
帯
電
話
を
使
っ
た
い
じ
め
が
社

会
問
題
化
し
て
お
り
、
県
内
で
も

被
害
が
広
が
っ
て
い
る
こ
と
が
分

か
り
ま
し
た
。
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《
交
通
安
全
標
語
優
秀
作
》

飛
び
出
す
子
　
走
る
車
に
　
ぶ
つ
か
る
ぞ

新
居
　
颯
輝
（
種
野
小
学
校
四
年
）

地
元
の
人
権
教
育
啓
発
講
師
団

が
人
権
問
題
解
決
の
た
め
、
各
地

で
研
修
会
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

講
師
団
紹
介
濬

講
演
テ
ー
マ

「
教
育
は
共
有
」

〈
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
〉

川
島
町
在
住
。

青
少
年
育
成
補
導
セ
ン
タ
ー
所

長
。あ

い
も

か
わ
ら
ず

し
ら
け
て
い
る
が

り
は
つ
な
人
に
な
り
た
く
て

く
ろ
う
を
か
っ
て
で
る

お
と
こ
で
す

「
序
・
破
・
急
」
を
備
え
て
い

る
学
校
経
験
者
。

問
い
合
わ
せ

市
人
権
課

蕁
澤
２
２
２
９

講
師
団
活
躍
中

傑
怪

明石
あ か し

陸
りく

雄
お

青
少
年
育
成
補
導

ス
ト
ー
ブ

牛
島
小
学
校
　
上
田
　
教
貴
　

ス
イ
ッ
チ
を
お
す

ゴ
ー
ッ
と

火
が
つ
く

大
き
な
火
が
ゴ
ー
オ
ー
と

気
合
い
を
入
れ
る

ド
オ
ー
と
燃
え
上
が
る

寒
い
人
が
近
づ
く
と

ド
オ
ー
と
火
が
燃
え
上
が
っ
て

寒
い
人
は

ぬ
う
く
ぬ
く

ス
ト
ー
ブ
は
い
つ
も
ぬ
う
く
ぬ
く

（「
ぶ
ん
げ
い
麻
植
」
第
２
号
よ
り
）

嫌
が
ら
せ
メ
ー
ル

被
害
体
験
率

携
帯
電
話
を
持
っ
て
い
る

児
童
生
徒
の
う
ち
…

有
害
情
報
を
ブ
ロ
ッ
ク
で
き
る

「
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
」

に
つ
い
て

携
帯
電
話
の
ト
ラ
ブ
ル
か
ら

子
ど
も
を
守
る
た
め
に



今
年
も
美
郷
の
梅
の
花
ま
つ

り
の
季
節
が
や
っ
て
き
ま
し

た
。
見
ご
ろ
は
２
月
中
旬
か
ら

３
月
中
旬
で
す
。
期
間
中
は
イ

ベ
ン
ト
が
盛
り
だ
く
さ
ん
で
す

の
で
、
ふ
る
っ
て
ご
参
加
く
だ

さ
い
。

梅
の
花
見
ウ
ォ
ー
ク

と
き

３
月
２
日
豸
（
小
雨
決

行
、
悪
天
候
の
場
合
は
３
月
９

日
豸
に
順
延
）

集
合
場
所

美
郷
ふ
れ
あ
い
公

園
（
駐
車
場
　
美
郷
中
学
校
グ

ラ
ウ
ン
ド
）

受
付
開
始

午
前
９
時

※
午
前
１０
時
か
ら
歓
迎
式
が
行

わ
れ
ま
す
。

出
発

午
前
１０
時
３０
分

コ
ー
ス

中
古
井
コ
ー
ス
／
重

野
尾
・
愛
後
コ
ー
ス
（
と
も
に

１０
袰
）、重
楽
寺
コ
ー
ス（
７
袰
）、

宗
田
コ
ー
ス
（
３
袰
）

会
場
で
は
、
午
後
１
時
か
ら

「
小
梅
の
種
と
ば
し
大
会
」
や

「
バ
ル
ー
ン
ア
ー
ト
」
を
行
い

ま
す
。

梅
の
花
写
真
コ
ン
テ
ス
ト

美
郷
の
梅
の
花
を
題
材
と
し

た
、
四
つ
切
り
程
度
の
写
真
を

募
集
し
ま
す
。（
１
人
１
点
限
り
）
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紙
と
大
豆
油
イ
ン
キ
を
使
用
。
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広
報
よ
し
の
が
わ
 

広
報
よ
し
の
が
わ
 

2・3月 
休日・夜間在宅当番医表 ●平日／17時～23時　●休日／8時～23時 

※23時からは、かかりつけの医療機関か救急病院をご利用ください。 
●○印は、休日診療日です。 
●徳島中央テレビ、ケーブルネットおえの2チャンネルでも放送しています。 
●一部変更になる場合もありますので、受診の際は、医療機関に電話確認
の上、ご利用ください。　　 ●問い合わせ／市健康推進課蕁澪6615

◎小児救急医療体制…日曜日の9時～18時、
小児科専門医が診てくれます。 

●麻植協同病院 

●阿波病院（第1・3・5週だけ） 

 
 

蕁濆2101 

蕁濺5151

医　院　名 

梶本胃腸科内科  

岡田医院（川島） 

糸田川クリニック 

三木リハビリテーション病院 

木村内科胃腸科  

和田耳鼻咽喉科  

石 原 小 児 科  

大 久 保 診 療 所  

糸 田 川 眼 科  

古 本 胃 腸 科  

後 藤 田 外 科  

谷 医 院  

美 摩 病 院  

渡 辺 医 院  

四 宮 医 院  

電話番号 

24－2413 

25－3566 

24－7555 

42－6616 

24－6413 

24－2566 

24－2388 

24－1703 

24－2531 

24－7377 

24－2720 

42－2353 

24－2957 

24－7177 

25－2016

3月 

26 

24 

25 

22 

 

29 

28 

27 

31

2月 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27

3月 

30 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13

2月 

28 

29

3月 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

23

2月 

 

医　院　名 

鴨 島 病 院  

富 本 医 院  

工 藤 内 科 医 院  

筒 井 クリニック  

井 内 内 科  

高橋皮膚科クリニック 

島 野 外 科 内 科  

杏 和 医 院  

タ ナ カ 医 院  

中西内科クリニック 

鈴木内科（敷地） 

鴨島耳鼻咽喉科  

いぬい産科婦人科クリニック 

リバーサイドクリニック岡田 

石原内科循環器科 

電話番号 

24－6565 

42－3123 

42－3113 

24－3300 

24－3070 

24－5122 

25－3060 

22－0333 

22－1800 

42－6755 

24－5880 

24－8070 

22－1230 

24－8884 

24－2536

医　院　名 

グリーン耳鼻咽喉科 

森 住 内 科 医 院  

阿 部 整 形 外 科  

山下耳鼻咽喉科クリニック 

麻名内科外科クリニック 

さ く ら 診 療 所  

鈴木内科（喜来） 

かなめ小児科内科クリニック 

岸 整 形 外 科  

電話番号 

24－2488 

22－3010 

24－4880 

42－7533 

26－0020 

42－5520 

24－3413 

26－0310 

25－3133

※
累
計
は
1
月
か
ら
の
も
の 平成20年1月１日現在 

市民のうごき 

住民基本台帳（前月比） 

計 
男 
女 

世帯数 

※65歳以上 
　　計 12,817人　男 5,233人　女 7,584人 

46,066 
21,881 
24,185 
17,079

（－  7） 
（－23） 
（＋16） 
（＋13） 

人 
人 
人 
世帯 

（－14） 
（－  2） 
（－12） 
（－11） 

355 
64 
291 
330

人 
人 
人 
世帯 

外国人登録（前月比） 

〈 人 権 相 談 〉 
飯尾敷地コミュニティセンター 
山川公民館第1会議室 
飯尾敷地コミュニティセンター 
美郷庁舎大会議室 
 
市役所1階相談室 
美郷庁舎2階会議室 
山川庁舎101会議室 
川島公民館会議室 
市役所1階相談室 
 
市役所1階相談室 
市役所1階相談室 

13：30～16：00 
13：30～16：00 
13：30～16：00 
13：30～16：00 

 
9：00～12：00 
13：00～16：00 
10：00～12：00 
13：00～16：00 
9：00～12：00 

 
10：00～12：00 
10：00～12：00

2月14日貅 
2月19日貂 
3月13日貅 
3月18日貂 

 
2月14日貅 
2月21日貅 
3月  3日豺 
3月  4日貂 
3月13日貅 

 
2月15日貊 
3月21日貊 

〈 行 政 相 談 〉 

〈司法書士会による無料法律相談〉 

市
内
で
の
火
災
・
救
急
出
動 

火 災  

救急出動 

0件 11
月 

累
計
 

19件 

142件 11
月 

累
計
 

1515件 

提
出
場
所

美
郷
物
産
館

募
集
締
切

３
月
２０
日
貅
（
当

日
消
印
有
効
）

中
古
井
の
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ

梅
の
花
を
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
し

ま
す
。
幻
想
的
な
光
景
を
お
楽

し
み
く
だ
さ
い
。

と
き

３
月
１
日
貍
・
８
日
貍
・

１５
日
貍
午
後
５
時
〜
９
時

詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
・
申
し
込
み

美
郷
物
産
館

蕁
濟
７
８
８
８

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス

h
ttp
://w
w
w
.tsc
i.o
r.jp
/m
is

ato
ya/

美
郷
の
梅
林
を
散
策
し
よ
う

と
き

２
月
２７
日
貉
〜
３
月
２０

日
ご
ろ

内
容

美
郷
の
梅
林
の
散
策
、

美
郷
温
泉
（
食
事
・
入
浴
）

●
日
帰
り
宴
会
プ
ラ
ン
（
１０
人

以
上
の
団
体
）

会
席
コ
ー
ス
・
ボ
タ
ン
鍋
コ
ー
ス

１
人
前
３
３
０
０
円
か
ら

●
無
料
送
迎
バ
ス
　
吉
野
川
市

内
は
１０
人
程
度
か
ら
／
吉
野
川

市
外
は
１５
人
程
度
か
ら

詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

美
郷
温
泉

蕁
潴
２
６
２
６


